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第１編 計画の基本的事項

第２編 長野県の現状

第３編 目指すべき姿

2

１１１１ 策定趣旨策定趣旨策定趣旨策定趣旨

○少子高齢化の更なる進展に伴う社会保障費用の増大、共働き世帯や単身高齢世帯の増加

による家族形態の変化など、近年の保健医療を取り巻く状況は大きく変化。

○限られた資源を重点的・効率的に活用し、一体的なサービスの提供体制を構築していく

ことが必要。

○長野県が取り組む各種保健医療施策の方向性と具体的な目標を明らかにし、「健康長

寿」という一つの目標に向かって、総合的に推進できるように、現行現行現行現行のののの信州保健医療総信州保健医療総信州保健医療総信州保健医療総

合計画合計画合計画合計画にににに引引引引きききき続続続続きききき保健保健保健保健医療医療医療医療にににに関連関連関連関連するするするする計画計画計画計画をををを一体的一体的一体的一体的にににに策定策定策定策定するするするする。。。。

２２２２ 計画期間計画期間計画期間計画期間

○平成30年度～平成35年度（６か年）

３３３３ 計画計画計画計画のののの評価評価評価評価・・・・見直見直見直見直しししし

○毎年度、目標達成度により定量的に

評価を行い、ＰＤＣＡサイクルによ

り施策を改善・見直し。

○在宅医療その他必要な事項について

は、３年ごとに、必要がある場合は

見直し

①第７次長野県保健医療計画

②第３次長野県健康増進計画

③第３次すこやか親子２１（母子保健計画）

④長野県医療費適正化計画（第３期）

⑤長野県がん対策推進計画

⑥長野県歯科保健推進計画

⑦アルコール健康障害対策推進計画

⑧長野県の感染症の予防のための施策の実施に

関する計画

⑨肝炎：肝炎対策推進計画

○ 一体的に策定する計画

第第第第１１１１編編編編 計画計画計画計画のののの基本的事項基本的事項基本的事項基本的事項
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第第第第２２２２編編編編 長野県長野県長野県長野県のののの現状現状現状現状

１１１１ 人口構造人口構造人口構造人口構造

（１）長野県の人口

長野県の総人口は、平成13年（2001年）の約222万人をピークに減少に転じ、平成27年

（2015年）には約210万人、65歳以上の割合は30.1％

国、都道府県、市町村が人口減少に歯止めをかける政策を講じない場合、減少が続きま

すが、一定の政策を講じた場合、2060年に161万人、2080年頃から150万人程度で定常化

する見通し。

（１）出生

合計特殊出生率は漸減傾向を示してきたが、平成22年（2010年）頃から増加傾向に転じ、

平成27年（2015年）には1.58と全国（1.45）を上回る。

（２）高齢者の人口

推計によると、平成32年（2020年）に65歳以上の人口がピークとなり、後期高齢者人口

（75歳以上人口）は平成42年（2030年）まで増加が続く見通し。

２２２２ 人口動態人口動態人口動態人口動態とととと平均寿命平均寿命平均寿命平均寿命

（２）死亡

平成27年（2015年）の死亡者数は24,536人、死亡率（人口千対）は11.8となっており、

全国平均の10.3を上回るとともに、平成16年（2004年）以降は出生率を上回っている。

また、平成27年（2015年）の年齢調整死亡率（人口10万対）でみると、本県の男性の死

亡率は434.1（全国：486.0）、女性の死亡率は227.7（全国：255.0）であり、男性、女性と

もに、前回調査に引き続き低順位で全国１位。

（３）死亡原因

死亡原因は多い順に直近の平成27年（2015年）では悪性新生物、心疾患、脳血管疾患となって

いる。また、平成27年（2015年）の全死因に占める３大死因の割合は51.7％であり、全国（52.6％）

とほぼ同水準。 4

第第第第２２２２編編編編 長野県長野県長野県長野県のののの現状現状現状現状

３３３３ 県民医療費県民医療費県民医療費県民医療費のののの動向動向動向動向

（１）県民医療費の推移

平成27年度（2015年度）の県民医療費は、6,756億円で、前年に比べ224億円（3.4％）

の増加、また、後期高齢者医療費は2,723億円で、県民医療費の40.3％を占める。

（２）１人当たり医療費の状況

○ 平成27年度（2015年度）の１人当たり県民医療費は321.9千円で、全国平均の333.3  

千円と比較して11.4千円低く全国第33位。また、１人当たり後期高齢者医療費は、

824,529円で、全国の949,070円と比較して124,541円低く全国第42位

○ １人当たり医療費の推移は、全国平均よりも低く推移してきたが、長野県も全国

も増加傾向

（４）平均寿命

平成22年（2010年）の都道府県別生命表によると、本県の平均寿命は、男性が80.88年

（全国：79.59年）、女性が87.18年（全国：86.35年）といずれも全国１位

（平成27年（2015年）の都道府県別生命表はH29.12月に公表の見通し）
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第第第第３３３３編編編編 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿

○○○○学学学学びをびをびをびを通通通通じたじたじたじた予防予防予防予防活動活動活動活動のののの充実充実充実充実とととと健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり

生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底に努めるとともに、高齢期における日常生活の

自立を目指した身体機能の強化・維持、子どもの頃からの健康づくりへの学びや、働く世代

のこころの健康対策等を推進し、県民の行動変容につなげます。

○○○○共助共助共助共助（（（（ソーシャルキャピタルソーシャルキャピタルソーシャルキャピタルソーシャルキャピタル））））をををを基礎基礎基礎基礎としたとしたとしたとした支援体制支援体制支援体制支援体制のののの整備整備整備整備

時間的にゆとりのない方や、健康づくりに無関心な方も含め、社会全体として相互に支え

合いながら、県民一人ひとりが健康づくりに向けて取り組み、健康を守る環境を整備するこ

とを重視します。

○○○○医療提供体制医療提供体制医療提供体制医療提供体制のののの充実充実充実充実・・・・強化強化強化強化

医療機能の適切な分化と連携を進め、地域全体で医療を支える体制の構築を目指します。

また、各医療圏における医療提供体制を充実・強化するとともに、必要に応じ、隣接する

医療圏との連携を図り、県民誰もが身近なところで安全かつ効率的で質の高い医療を受ける

ことができる体制を目指します。

○○○○保健保健保健保健・・・・医療医療医療医療・・・・介護介護介護介護（（（（福祉福祉福祉福祉））））のののの連携連携連携連携とととと自治自治自治自治のののの力力力力をををを活活活活かしたかしたかしたかした地域包括地域包括地域包括地域包括ケアケアケアケア体制体制体制体制のののの構築構築構築構築

社会全体の変化に対応し、保健・医療・介護（福祉）が相互に連携し、自治の力を活かし

て地域住民がお互い支え合うことができる、切れ目のない地域包括ケア体制を目指します。

○健康寿命の延伸、平均寿命と健康寿命の差の縮小

○誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる社会の実現

結果

6

長生長生長生長生きからきからきからきから「「「「健康健康健康健康でででで長生長生長生長生きききき」」」」をををを実現実現実現実現するためのするためのするためのするための基本方針基本方針基本方針基本方針

項目 H29 目標（H35） 備考

平均寿命（年）
男性 80.88

延伸
厚生労働省都道府県別生命表

女性 87.18

健康

寿命

（年）

日常生活に制限の

ない期間の平均

男性 71.45
延伸

平均寿命との差

の縮小

厚生労働科学研究班

厚生労働省「国民生活基礎調査」

女性 74.73

自分が健康であると

自覚している期間の

平均

男性 72.44
〃

厚生労働科学研究班

厚生労働省「国民生活基礎調査」

女性 74.81

日常生活動作が自

立している期間の平

均

男性 79.80
〃

厚生労働科学研究班

介護保険の要介護度

女性 84.32

年齢調整死亡率

（人口10万対）

男性 434.1
現状維持

厚生労働省人口動態統計特殊報告

女性 227.7

平均寿命はH22年（2010年）、健康寿命はH25年（2013年）、年齢調整死亡率はH27（2015年）の数値

（（（（数値数値数値数値目標目標目標目標））））

第第第第３３３３編編編編 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき姿姿姿姿
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第４編 健康づくり
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第第第第４４４４編編編編 健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり

項目 主な施策

県民参加の健康づ

くり（信州ＡＣＥ

プロジェクト

企業や団体、市町村と連携し、健康づくり県民運動「信州ＡＣＥ(エース)

プロジェクト」を引き続き推進

生活習慣病予防

特定健康診査結果のデータを分析することで、地域の健康課題を「見

える化」し、市町村における的確な保健事業の実施を支援

栄養・食生活 飲食店、市町村、関係団体等と連携し県民の食環境の整備を推進

身体活動･運動

ウォーキングコースやオリジナル体操の普及により県民が気軽に運動で

きる取組を推進

こころの健康

地域、学校、職場におけるこころの健康づくりやメンタルヘルス対策の

推進

歯科口腔保健

歯科健診（検診）、フッ化物応用、オーラルフレイル対策等の機会が拡

充される取組を実施

たばこ 受動喫煙防止対策の徹底、未成年者の喫煙防止

母子保健

信州母子保健推進センター事業により市町村への「妊娠から子育て期ま

で切れ目のない支援体制の構築」に向けた支援

○健康づくりの項目と主な施策

9



第第第第４４４４編編編編 健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり 信州信州信州信州ＡＣＥＡＣＥＡＣＥＡＣＥプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト（（（（１１１１））））

１１１１ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○ 健康づくりのために「運動」に関する取り組みを行っている者の割合は、男性は30～50歳

代、女性は20～40歳代で低い状況

○ 健康づくりのために「食生活」に関する取り組みを行っている者の割合は、男性は20～40

歳代、女性は20～30歳代で低い状況

（（（（１１１１））））目指目指目指目指すすすすべきべきべきべき県民県民県民県民のののの健康状態等健康状態等健康状態等健康状態等

○ 県民一人ひとりが健康づくりのために運動や食生活に関する取組を行うこと。

○ 地域での助け合いやつながりをもち、子供から高齢者まで、健康で生き生きと楽しく

生活ができること。

（（（（２２２２））））施策施策施策施策のののの展開展開展開展開

○ 地域の健康課題を解決するために、圏域健康づくり推進会議を開催するとともに、市

町村による健康増進計画の策定と推進を支援

○ 地域づくりの強化やボランティアの育成・養成を支援し、県民の健康づくりのための

環境を整備

○ 市町村や様々な関係機関・団体が行うウォーキングイベントや健診受診などの健康づ

くりの取組に、より多くの県民の参加が得られる手法を研究

２２２２ 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき方向方向方向方向とととと施策施策施策施策のののの展開展開展開展開

区分区分区分区分 20202020代代代代 30303030代代代代 40404040代代代代 50505050代代代代 60606060代代代代 70707070代以上代以上代以上代以上

男性 76.2 57.6 54.8 59.5 67.8 80.9

女性 39.3 47.1 61.6 71.6 75.4 88.0

【図１】「運動」に取り組んでいる者の割合 (%)

区分区分区分区分 20202020代代代代 30303030代代代代 40404040代代代代 50505050代代代代 60606060代代代代 70707070代以上代以上代以上代以上

男性 52.4 60.6 60.3 79.3 83.1 90.9

女性 67.9 78.6 89.5 94.5 94.0 97.3

【図２】「食生活」に取り組んでいる者の割合 (%)
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（県政モニター調査）

第第第第４４４４編編編編 健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり 信州信州信州信州ＡＣＥＡＣＥＡＣＥＡＣＥプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト（（（（２２２２））））

（（（（主主主主なななな数値目標数値目標数値目標数値目標））））

○ 薬局やスーパー・コンビニの一角など身近な場所での簡易健康チェックの実施による県

民の健康意識の高揚

○ 市町村や関係機関・団体が実施している健康づくりに関する好事例（グッドプラクティ

ス）を集め、事例集等を作成するなどして情報共有を行い、さらなる健康づくりの活動

を促進

○ 健康経営に実際に取り組んだ企業の取組と、その成果を県内の企業に広く普及し、健康

経営優良法人を拡大

○ 県内の個人や団体等が取り組む優れた健康づくりの事例を表彰し、共有するとともに、

県内に広く普及・発信

２２２２ 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき方向方向方向方向とととと施策施策施策施策のののの展開展開展開展開（（（（続続続続きききき））））

指 標 現状（H29） 目標（H35） 出典

健康づくりのために運動に関する取組を

行っている者の割合

67.5%

(H28)

72.0％

県政モニター

調査
健康づくりのために食生活に関する取組

を行っている者の割合

84.1%

(H28)

維持・向上

ボランティア活動をしている者の割合

長野県 32.3%

全 国 26.0%

現状維持

社会生活基本

調査

健康経営に取り組む企業数（健康経営優

良法人認定数） 大規模法人部門

中小規模法人部門

３

11

増加 経済産業省
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第第第第４４４４編編編編 健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり 生活習慣病予防生活習慣病予防生活習慣病予防生活習慣病予防（（（（１１１１））））

１１１１ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○ 成人男性の40.8%、女性の14.0%はメタボ

リックシンドローム（内臓脂肪症候群）

が強く疑われる者または予備群（図１）

○ 40～74歳男性の26.7%、女性の20.6%は

糖尿病が強く疑われる者または予備群

（図２）

○ 成人男性の56.0%、女性の45.4%は高血圧

または正常高値血圧（図１）

（（（（１１１１））））目指目指目指目指すすすすべきべきべきべき県民県民県民県民のののの健康状態等健康状態等健康状態等健康状態等

○ メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）が強く疑われる者・予備群の者の割合が

減少すること。

○ 成人の糖尿病が強く疑われる者・予備群の割合が減少すること。

○ 成人の高血圧者・正常高値血圧の者の割合が減少すること。

○ 脳卒中のリスクが高くなるⅡ度高血圧以上の者の割合が減少すること。

（（（（２２２２））））施策施策施策施策のののの展開展開展開展開

○ 特定健康診査結果のデータ分析をすることで、地域の健康課題を「見える化」し、市

町村における的確な保健事業の実施を支援

○ 特定健康診査・特定保健指導に関する研修会を開催

２２２２ 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき方向方向方向方向とととと施策施策施策施策のののの展開展開展開展開

【図１】メタボリックシンドローム

・高血圧の状況（成人）

【図２】糖尿病の状況

（40-74歳）
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（県民健康・栄養調査）

第第第第４４４４編編編編 健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり 生活習慣病予防生活習慣病予防生活習慣病予防生活習慣病予防（（（（２２２２））））

（（（（主主主主なななな数値目標数値目標数値目標数値目標））））

○ 特定健康診査・特定保健指導に関する情報を共有するため、地域・職域等関係機関の

連携会議を開催

○ 特定健康診査・特定保健指導、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)予防に関する

普及啓発を推進

○ 保険者相互乗り入れ健診の拡大実施等による、住民が受診しやすい環境づくりを保険者

協議会と連携して促進

○ 特定健康診査・特定保健指導に関する実態調査を実施し、医療保険者等に情報提供を実施

２２２２ 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき方向方向方向方向とととと施策施策施策施策のののの展開展開展開展開（（（（続続続続きききき））））

指 標 現状（H29） 目標（H35） 出典

メタボリックシンドロームが強く疑

われる者・予備群の割合(40～74歳)

男性

女性

49.6%

15.1%

40%

10%

県民健康・

栄養調査

メタボリックシンドロームが強く疑われる

者・予備群の推計数(40～74歳）

31万人

(H28)

25万人

糖尿病が強く疑われる者・予備群の

割合(40～74歳)

男性

女性

26.7%

20.6%

26%

20%

糖尿病が強く疑われる者・予備群の推計数

(40～74歳)

22万人

(H28)

22万人
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１１１１ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

第第第第４４４４編編編編 健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり 栄養栄養栄養栄養・・・・食生活食生活食生活食生活（（（（１１１１））））

○ 成人1人あたりの野菜摂取量は減少傾向。また20～50歳代の摂取量が少ない状況

○ 成人1人1日あたりの食塩摂取量が依然として全国平均より高い

○ 主食・主菜・副菜をバランス

よく摂取している人の割合が

若年層で低い。

○ 朝食欠食の割合が若年層で

高い。

２２２２ 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき方向方向方向方向とととと施策施策施策施策のののの展開展開展開展開

（１）目指すべき県民の健康状態等

○ 肥満(BMI:25以上)とやせ(BMI:18.5未満)の者を減らし、適正体重を維持する者が増えること。

○ 低栄養(BMI:20以下)の高齢者(65歳以上)が減少すること。

（２）施策の展開

〇 県民が適正な食事量を選択する食環境を整えるため、「野菜たっぷり」や「適塩」等の

健康づくりメニューの提供をすすめる飲食店等の登録及び普及の推進

〇 飲食店・スーパー・コンビニエンスストア等に対して、健康に配慮したメニュー（弁

当）などの提供ができるよう相談・支援

〇 食に関する情報を提供・共有するために、市町村管理栄養士や給食施設等の従事者及び

企業や関係機関・団体等を対象に会議や研修会を開催

〇 事業所給食いわゆる社員食堂において、健康に配慮したメニューが提供できるような支援

〇 県民に対し、実践を通した健康的な食生活を普及啓発するため、専門的指導が必要な者

や食生活改善推進員等食育ボランティアのリーダー等を対象に保健福祉事務所で定期的

に調理実習を開催

区分区分区分区分 長野県長野県長野県長野県 全国全国全国全国

男性 11.1 10.7

女性 9.4 9.0

区分区分区分区分 20202020代代代代 40404040代代代代 60606060代代代代 20202020代以上代以上代以上代以上

男性 241 300 339 312

女性 249 272 357 297

【図１】主な年代別野菜摂取量の平均値 (g)

【図２】食塩摂取量の

平均値の比較

（年齢調整平均値）(g)
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（県民健康・栄養調査）

第第第第４４４４編編編編 健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり 栄養栄養栄養栄養・・・・食生活食生活食生活食生活（（（（２２２２））））

（（（（主主主主なななな数値目標数値目標数値目標数値目標））））

指 標 現状（H29） 目標（H35） 出典等

肥満者の割合（ＢＭＩ25以

上）の割合

20～69歳男性

40～69歳女性

35.2％（H28）

19.6％（H28）

28%

19%

県民健康・

栄養調査

やせ（ＢＭＩ18未満）の割合20～39歳女性 14.8％（H28） 減少

成人1人１日当たりの食塩摂取量 10.3ｇ（H28） ８ｇ

野菜摂取量（1人１日当たり） 304ｇ（H28） 350ｇ

２２２２ 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき方向方向方向方向とととと施策施策施策施策のののの展開展開展開展開（（（（続続続続きききき））））

〇 適切な栄養管理が行えるよう、特定給食施設等への巡回指導を実施

〇 食品衛生責任者補習講習会等で栄養成分表示方法等を普及し、飲食店や食品への栄養表

示について支援

〇 地域での食育推進の人材を養成・育成するため、食生活改善推進員等、食育ボランティ

アを対象に研修会を開催

〇 栄養士会、食生活改善推進協議会と連携し、食育若者ボランティアを育成。また、「野

菜たっぷり」等の健康に配慮したメニューやその提供をすすめる飲食店等について、若者

層をターゲットとした情報発信を強化

〇 栄養士会、食生活改善推進協議会と連携し、「野菜たっぷり」や「適塩」の重要性、

「朝食喫食」の重要性、「食事の適正量」などについて、企業、学校等への普及活動を推進

〇 教育委員会、企業や食育ボランティア等関係機関・団体と連携して食育を推進するため、

信州の食を育む県民会議及び食育地域連絡会議、信州の食を育む県民大会を開催

〇 関係機関と連携して、高齢者が低栄養状態になることを予防し、フレイル対策を推進
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１１１１ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

〇 平成28年度(2016年度)の20～64歳１人１日あたり歩数の平均値は、男性は8,220歩、女性は

6,560歩であり、生活習慣病予防のために目指したい目標8,000～10,000歩に達していない

○ 健康のために普段から意識的に体を動かしている者の割合は、男女ともに約60％

○ ロコモティブシンドロームを認知している者の割合は、約40％で、

健康日本２１（第２次）の目標値である80％には達していない

○ 運動の専門家である健康運動指導士は増加傾向。

一方住民が身近で運動することができる場である総合型地域

スポーツクラブの数は、近年では横ばい

２２２２ 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき方向方向方向方向とととと施策施策施策施策のののの展開展開展開展開

（（（（１１１１））））目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき県民県民県民県民のののの健康状態等健康状態等健康状態等健康状態等

○ 肥満(BMI25以上)の者が減少し、適正体重を維持する者が増加すること。

○ 運動を楽しいと思う子どもが増加すること。

○ 安全に歩行可能な高齢者が増加すること。

○ 足腰に痛みのない高齢者が増加すること。

○ 閉じこもりや運動器の障害等、要介護状態に至る可能性のある高齢者が減少すること。

（（（（２２２２））））施策施策施策施策のののの展開展開展開展開

○ 運動をはじめるきっかけ作りやその継続を支援するため、県民が気軽に運動できる場や県

内ウォーキングコース等を周知

○ 県民の日常生活活動量の増加を目指すため、長野県版運動ガイドラインを周知

第第第第４４４４編編編編 健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり 身体活動身体活動身体活動身体活動・・・・運動運動運動運動（（（（１１１１））））

区分区分区分区分 20202020----64646464歳歳歳歳 65656565----79797979歳歳歳歳

男性 8,220 5,513

女性 6,560 5,526

【図】１人１日当たり

歩数の平均値 (歩)
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（県民健康・栄養調査）

第第第第４４４４編編編編 健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり 身体活動身体活動身体活動身体活動・・・・運動運動運動運動（（（（２２２２））））

２２２２ 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき方向方向方向方向とととと施策施策施策施策のののの展開展開展開展開（（（（続続続続きききき））））

○ 習慣的に運動する県民を増やすため、運動を広げる「運動支援ボランティア」の育成を支援

○ 参加型ウォーキングラリーなど、働き盛り世代を対象とした身体活動の増加を目指した取

り組みを全県下で展開

○ 市町村や様々な関係機関・団体が行うウォーキングイベントなどの健康づくりの取組に、

より多くの県民の参加が得られる手法を研究

○ オリジナル体操（ご当地体操）の実施やウォーキングロード整備などにより、県民の運動

習慣定着を促進

○ 運動教室や総合型地域スポーツクラブ、介護予防事業の先進事例・好事例等を収集し、市

町村や関係機関・団体に情報提供を実施

指 標 現状（H29） 目標（H35） 出典等

肥満者の割合
20～69歳男性

40～69歳女性

35.2%

19.6%

(H28)

28%

19%

県民健康・

栄養調査１日当たりの平均歩行数

20～64歳男性 8,220歩 9,000歩

20～64歳女性 6,560歩 8,500歩

65～79歳男性 5,513歩 7,000歩

65～79歳女性 5,526歩

（H28）

6,000歩

ロコモティブシンドローム（運動器症候

群）を認知している者の割合

40.5%

（H28）

80%

（（（（主主主主なななな数値目標数値目標数値目標数値目標））））
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第第第第４４４４編編編編 健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり こころこころこころこころのののの健康健康健康健康（（（（１１１１））））

１１１１ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

〇こころの健康は、身体・社会経済状況、住居や職場環境、対人関係等、多くの要因が影響

〇過度なストレスは自殺の要因にもなり得るため、地域、学校、職場におけるこころの健康

づくりやメンタルヘルス対策が重要

〇「非常にストレスを感じる」人の割

合は男性13.5％、女性17.4％（15歳

以上）で、性・年齢階級別では50歳

代以上女性（26.3％）が最も高く、

次いで40歳代男性（25.4％）となっ

ている

（長野県「平成28年度県民健康・栄養調査報告」）

○こころの健康の維持には、「適切なストレス対処法をもつこと」、「充分な睡眠をとるこ

と」、「悩みを持つ人が確実に相談につながること」等が必要

１１１１ 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき県民県民県民県民のののの健康状態健康状態健康状態健康状態等等等等

○過度なストレスを感じる人の減少

○ストレスを解消する対処法をもつ人の増加

○睡眠による休養がとれている人の増加

２２２２ 地域地域地域地域ににににおけるこころのおけるこころのおけるこころのおけるこころの健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進

○精神保健福祉センター及び保健福祉事務所における精神保健福祉相談の実施

○市町村等と連携したこころの健康に関する相談窓口の周知及び研修会や講演会の開催等

○学校におけるこころの健康づくりや職場におけるメンタルヘルス対策との連携の推進

２２２２ 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき方向方向方向方向とととと施策施策施策施策のののの展開展開展開展開

平成30年度からの「長野県自殺対策推進計画

（第３次）」において、心の健康づくりの推

進について記載
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第第第第４４４４編編編編 健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり こころこころこころこころのののの健康健康健康健康（（（（２２２２））））

（（（（主主主主なななな数値目標数値目標数値目標数値目標））））

３３３３ 学校学校学校学校におけるこころのにおけるこころのにおけるこころのにおけるこころの健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進

○こころの健康の保持に関する教育や、SOSの出し方教育
※

の実施

○学校生活相談センターやスクールカウンセラー等が児童生徒の悩み相談に対応

○教職員のメンタルヘルス対策

４４４４ 職場職場職場職場におけるメンタルヘルスにおけるメンタルヘルスにおけるメンタルヘルスにおけるメンタルヘルス対策対策対策対策のののの推進推進推進推進

○労政事務所において、メンタルヘルスの専門相談が可能な特別労働相談員を配置

○労働局や産業保健総合支援センター等の関係機関と連携し、職場のメンタルヘルスに関す

る啓発の実施

○労働局と連携して、平成27年12月から義務化
※

されたストレスチェック制度の適切な実施

等、メンタルヘルス対策のさらなる普及促進

２２２２ 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき方向方向方向方向とととと施策施策施策施策のののの展開展開展開展開（（（（続続続続きききき））））

指 標 現状（H29） 目標（H35） 出典等

「非常にストレスを感じる」人の割合（15

歳以上）

男性：13.5％

女性：17.4％

（H28）

男性：13.5％以下

女性：17.4％以下

県民健康・

栄養調査

「ストレスを解消する対処法がある」人の

割合（15歳以上）

男性：48.5％

女性：50.7％

（H28）

男性：48.5％以上

女性：50.7％以上

睡眠による休養がとれている人の割合

（「充分とれている」または「まあまあと

れている」人の割合）（15歳以上）

男性：82.6％

女性：79.1％

（H28）

男性：82.6％以上

女性：79.1％以上

※ 困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等

における対処の仕方を身に付けるための教育

※ 従業員50人未満の事業場については努力義務
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第第第第４４４４編編編編 健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり 歯科口腔保健歯科口腔保健歯科口腔保健歯科口腔保健（（（（１１１１））））

１１１１ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

２２２２ 施策施策施策施策のののの展開展開展開展開

〇毎年定期的に歯科健診（検診）

を受ける人の割合は、27.8％(全

年齢の平均）と全国平均(52.9％)

の約半分（図１）。

〇むし歯予防として、小学校13市

町村69校、中学校８市町村23校でフッ化物洗口実施。

〇何でも噛んで食べられる人の割合は年齢とともに減少し、60歳以上の約３割の県民が

「噛めない食べ物がある」と回答（図２）。

１１１１ 目指すべき県民の健康状態等目指すべき県民の健康状態等目指すべき県民の健康状態等目指すべき県民の健康状態等

〇むし歯のある人を減らすこと。

〇歯周病のある人を減らすこと。

〇60歳で24本以上、80歳で20本以上自分の歯がある人を増やすこと。

〇何でも噛んで食べられる人を増やすこと。

21.8 23.5 24.2 
27.2 

35.9 

25.1 27.8 

43.3 44.6 

49.4 
52.4 

58.1 57.9 

52.9 

0

20

40

60

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 平均

県

全国

(％)

【図１】定期的に歯科健診（検診）を受ける人の割合

（長野県：28年度長野県歯科保健実態調査、全国：平成28年国民健康・栄養調査）

【図２】咀嚼状態別の割合(％)

（28年度長野県歯科保健実態調査）
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第第第第４４４４編編編編 健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり 歯科口腔保健歯科口腔保健歯科口腔保健歯科口腔保健（（（（２２２２））））

（（（（主主主主なななな数値目標数値目標数値目標数値目標））））

長野県歯科保健推進センターを中心に以下の施策を推進。

（１）普及啓発の強化

○ 関係機関・団体と連携して、県民に対する歯科口腔保健の重要性についての普及啓発を強

化する取組を実施。

（２）歯科健診（検診）の充実

○ 健康づくり県民運動信州ＡＣＥ（エース）プロジェクトと連働し、全てのライフステージ

に対するかかりつけ歯科医での定期的歯科健診（検診）を推進。

○ 要介護高齢者や障がい者等、特別に支援を要する人の歯科健診（検診）を推進。

（３）フッ化物応用の機会の拡充

○ 市町村における子どもたちへのフッ化物応用を関係機関・団体と連携して推進。

（４）オーラルフレイル対策の充実

○ 歯・口腔の機能が虚弱になるオーラルフレイルについて多職種で予防する取組を実施。

（５）県民、関係機関・団体との連携体制の構築・強化

○ 関係機関・団体と幅広く連携し、歯科口腔保健推進体制を強化。

○ 歯科口腔保健対策の実態把握や施策の検証、新たな課題の把握。

２２２２ 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき方向方向方向方向とととと施策施策施策施策のののの展開展開展開展開（（（（続続続続きききき））））

指 標 現状（H29） 目標（H35）

60歳以上で何でも噛んで食べることができ

る人の割合

67.6％（H28） 67.6％以上

長野県歯科保健

実態調査

毎年歯科医院で定期的に歯科健診（検診）を受

ける人の割合

27.8％（Ｈ28） 52.9％

長野県歯科保健

実態調査

フッ化物洗口実施市町村数 未就学児施設

小学校

中学校

９

13

８

18

26

16

保健・疾病

対策課調
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１１１１ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○ 成人の喫煙率は、男性は32.7％、女性は5.2％。年代別では、男性は20歳代～40歳代で高く

なっており、全国と比較しても高い状況

○ 未成年者の喫煙率は、全国に比べて低く、減少傾向にあるが、目標値(０％)に達していない。

○ 禁煙または完全分煙を実施している医療施設の割合は、91.4％であり、8.6％の施設では受動

喫煙対策が不十分。また、県本庁舎、県有施設、市町村本庁舎及び市町村有施設の完全分煙実

施は、目標値(100％)に達していないところもある。

○ 禁煙サポートは80.5％、母子健康手帳交付時でのたばこの害についての説明は97.4％の市町村

が実施

２２２２ 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき方向方向方向方向とととと施策施策施策施策のののの展開展開展開展開

（（（（１１１１））））目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき県民県民県民県民のののの健康状態等健康状態等健康状態等健康状態等

○ たばこによる健康被害を受ける人が減少すること。

（（（（２２２２））））施策施策施策施策のののの展開展開展開展開

○ 本庁舎・合同庁舎をはじめ、県有施設で禁煙または完全分煙を実施

○ 終日全面禁煙の施設(おいしい空気の施設)の認定制度をPRし、認定施設を増加

○ 喫煙防止教育に係る出前講座等を市町村、事業所等に広く周知し、実施することで、若者

をはじめ多くの県民に喫煙防止を働きかけ

第第第第４４４４編編編編 健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり たばたばたばたばここここ（（（（１１１１））））

区分区分区分区分 20202020代代代代 30303030代代代代 40404040代代代代 50505050代代代代 60606060代代代代 70707070代代代代 20202020代以上代以上代以上代以上

男性 41.3(30.6) 49.0(42.0) 46.6(37.7) 34.0(37.2) 27.2(29.3) 9.3(15.1) 32.7(30.1)

女性 5.5( 6.7) 6.8(11.0) 9.1(11.7) 8.6(11.1) 4.3( 8.3) 1.4( 2.3) 5.2( 7.9)

【図】年代別の喫煙率 ※（ ）内の数値は全国 (%)
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（県民健康・栄養調査）

第第第第４４４４編編編編 健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり たばたばたばたばここここ（（（（２２２２））））

２２２２ 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき方向方向方向方向とととと施策施策施策施策のののの展開展開展開展開（（（（続続続続きききき））））

指 標 現状（H29） 目標（H35） 出典等

成人の喫煙率
男性 32.7% 26%

県民健康・

栄養調査

女性 5.2% 4%

男女計 18.5% 15%

妊娠中の喫煙率 1.9% 0%

厚生労働省

母子保健課

調査

飲食店での受動喫煙の割合 43.7% 検討中

県民健康・

栄養調査

（（（（主主主主なななな数値目標数値目標数値目標数値目標））））

○ 多くの県民が利用する施設管理者や飲食店等に対し、 禁煙又は完全分煙を働きかけて、

受動喫煙防止対策を推進

○ 県民や事業場の管理者に対し、たばこによる健康被害に関する情報を提供し、禁煙・分煙・防煙を

推進

○ 市町村や教育委員会、関係機関等と連携し、禁煙支援、喫煙防止教育に関する研修会を開催

○ 未成年者・若者の喫煙状況の実態を把握するための調査を実施し、関係機関へ情報を提供

※国の受動喫煙防止対策の強化の動向により、県の取組について最終調整したい。

23



第第第第４４４４編編編編 健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり 母子母子母子母子保健保健保健保健（（（（１１１１））））

１１１１ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

（（（（１１１１））））妊娠期妊娠期妊娠期妊娠期～～～～出産期出産期出産期出産期

区分区分区分区分

長野県長野県長野県長野県 全全全全 国国国国

出生数

（人）

出生率

（人口千対）

合計特殊

出生率

出生率

（人口千対）

合計特殊

出生率

H8 21,286 9.8 1.58 9.7 1.43

H18 18,775 8.7 1.44 8.7 1.32

H28 15,169 7.4 1.59 7.8 1.44

【出生数及び出生率、合計特殊出生率】

○出生率は減少傾向、合計特殊出生率はわずかに上昇

（厚生労働省「人口動態統計]）

○全国水準より高い妊娠11週以

内の妊娠届出率

区分区分区分区分 長野県長野県長野県長野県 全全全全 国国国国

H18 82.9 70.1

H22 93.4 89.2

H27 95.4 92.2

【妊娠週数別の妊娠届出率の状況】 （件）

（厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」）

○助産師による電話相談の9割は、妊娠・出産・子育て

に関する相談

区分区分区分区分 件数件数件数件数

内訳内訳内訳内訳

妊娠 出産 育児 避妊 その他

H27 191 13 4 139 1 34

H28 220 20 25 157 3 15

（保健・疾病対策課調査）

○年々増加する不妊・不育に関する

相談

区分区分区分区分 総数総数総数総数 男性男性男性男性 女性女性女性女性

H24 213 28 183

H26
＊

249 44 204

H28 350 61 289

＊H26性別不明1名 （保健・疾病対策課調査）

【妊娠～子育てSOS信州 電話相談延べ件数（長野県）】
【不妊専門相談センター相談件数（長野県）】
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第第第第４４４４編編編編 健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり 母子母子母子母子保健保健保健保健（（（（２２２２））））

１１１１ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

（（（（２２２２））））乳幼児期乳幼児期乳幼児期乳幼児期

【乳児死亡率（出生千対）・乳幼児死亡率（人口千対）】

○乳児死亡率・乳幼児死亡率は全国より

低い水準保ち、減少及び横ばいで推移

（厚生労働省「人口動態統計」）

区分区分区分区分

長野県長野県長野県長野県 全全全全 国国国国

1歳６か月 3歳児 1歳6か月 3歳児

H17 93.6 90.7 91.5 88.9

H22 94.9 93.5 94.0 91.3

H27 96.5 95.3 95.7 94.3

【1歳６か月健康診査、3歳児健康診査受診率】

○全国水準を上回る乳幼児健診受診率

（保健・疾病対策調査）

（単位：％）

○乳幼児健診未受診者の把握体制は９割以

上の市町村で整備（平成27年（2015年））

区分区分区分区分

長野県長野県長野県長野県 全全全全 国国国国

乳児死

亡率

乳幼児

死亡率

乳児死

亡率

乳幼児

死亡率

H18 2.1 0.5 2.6 0.7

H23 1.9 0.5 2.3 0.7

H28 1.9 2.0 0.2 0.5

【先天性代謝異常等検査数及び確定者数【長野県）】

○先天性代謝異常等検査により年間20人

前後の患者を発見

（保健・疾病対策課調査）

区分区分区分区分 検査件数検査件数検査件数検査件数 要精検者数要精検者数要精検者数要精検者数 確定者数確定者数確定者数確定者数

H26 18,654件 39人 20人

H27 18,166件 29人 24人

H28 17,387件 36人 24人

【新生児聴覚検査査者数及び難聴確定者数平成14年10月

～平成27年度末までの累計】

（保健・疾病対策課調査）

区分区分区分区分

新生児聴覚検新生児聴覚検新生児聴覚検新生児聴覚検

査受験者数査受験者数査受験者数査受験者数

難聴確定難聴確定難聴確定難聴確定

診断者数診断者数診断者数診断者数

発見率発見率発見率発見率

（（（（受験者千人受験者千人受験者千人受験者千人

あたりあたりあたりあたり））））

長野県 約18万人 149人 0.8人

○平成14年（2002年）度から平成27年〈2013）

度までに149人が難聴と診断

○平成28年（2016年）の小児慢性特定

疾病医療費助成件数は1,793件 25
（保健・疾病対策調査）

（厚生労働省「母子保健課調査」）



第第第第４４４４編編編編 健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり 母子母子母子母子保健保健保健保健（（（（３３３３））））

年年年年

性器性器性器性器クラミクラミクラミクラミ

ジアジアジアジア感染症感染症感染症感染症

淋菌感染症淋菌感染症淋菌感染症淋菌感染症 HIV/HIV/HIV/HIV/ｴｲｽﾞｴｲｽﾞｴｲｽﾞｴｲｽﾞ

H18 51 17 0

H24 46 7 0

H28 22 0 0

【10代の性感染症（罹患率）罹患率（長野県）】

○減少傾向にある性感染症罹患率

（保健・疾病対策課調査）

１１１１ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

（（（（３３３３））））学童期学童期学童期学童期～～～～思春期思春期思春期思春期

年年年年 長野県長野県長野県長野県 全全全全 国国国国

H15 12.6 11.9

H21 7.8 7.3

H27 5.3 5.5

【10代の人工妊娠中絶率】

○全国水準より低下した10代の人工妊娠中絶率

（保健・疾病対策課調査）

（（（（４４４４））））親親親親にににに寄寄寄寄りりりり添添添添うううう支援支援支援支援

区分区分区分区分

長野県長野県長野県長野県 全全全全 国国国国

３・４

か月児

1歳６か

月児

３歳

児

３・４

か月児

1歳６

か月児

３歳

児

割合

（％）

14.6 34.1 38.2 14.2 25.5 35.8

【育てにくさを感じている親の割合（H27年度）】

○育てにくさを感じている親はおよそ４割

（厚生労働省「母子保健課調査」）

【積極的に育児をしている父親の割合（H27年度）】

○全国水準より高い父親の育児参加率

（厚生労働省「母子保健課調査」）

○産後１か月までの褥婦にEPDS（エジンバラ産後うつ病質問票）を実施している市町村は、

はおよそ７割（平成27年度（2015年度））

○育てにくさを感じている親が利用できる社会資源がある市町村はおよそ９割

（平成27年度（2015年度）

区分区分区分区分

長野県長野県長野県長野県 全全全全 国国国国

３・４

か月児

1歳６か

月児

３歳

児

３・４

か月児

1歳６

か月児

３歳

児

割合

（％）

67.3 63.3 58.1 62.3 60.1 56.2
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（厚生労働省「母子保健課調査」）

（厚生労働省「母子保健課調査」）

○EPDSの実施等によりハ

イリスク妊産婦の早期

把握・早期支援

○育てにくさを感じる場

合に相談先を知ってい

る親の割合増加

３３３３ 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき方向方向方向方向とととと施策施策施策施策のののの展開展開展開展開

○妊娠・出産に満足して

いる人の割合が増加

○妊娠11週未満の届け出

○妊娠届受理時に専門職

が対応の市町村数増加

（１）妊娠期～出産期

○10代の人工妊娠中絶の

減少

○関係機関による思春期

保健取組の推進

○思春期ピアカウンセ

ラーの育成支援

（３）学童期～思春期

指指指指 標標標標 現状現状現状現状(H29)(H29)(H29)(H29) 目標目標目標目標(H35)(H35)(H35)(H35) 目標数値目標数値目標数値目標数値のののの考考考考ええええ方方方方 備考備考備考備考（（（（出典等出典等出典等出典等））））

妊娠11週以内の妊娠届出率の推移

95.4%

(H27)

95.4以上

健やか親子21（第2次）

の指標を参考

厚生労働省

「母子保健課調べ」

疾病のスクリーニング項目に対する精

度管理を実施している市町村の割合

22.1%

(H27)

増加 現在の水準以上を目指す

厚生労働省

「母子保健課調べ」

10代の人工妊娠中絶の減少

5.3

(H27)

減少 現在の水準以上を目指す

厚生労働省

「衛生行政報告例」

ゆったりとした気分で子どもと過ごせ

る時間がある母親の割合

3,4か月児 78.5％

1歳６か月児 61.9%

３歳児 81.9% 

(H27)

増加 現状より増加とする

厚生労働省

「母子保健課調べ」

（４）親に寄り添う支援

第第第第４４４４編編編編 健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり 母子母子母子母子保健保健保健保健（（（（4444））））

○障がい・疾病の早期発

見及びフォローアップ

体制の充実

○市町村での乳幼児健診

の精度管理実施の推進

（２）乳幼児期

○市町村における妊娠期

から子育て期にわたる

切れ目のない支援体制

づくりへの支援

○市町村での産後ケア、

EPDS(エジンバラ産後う

つ病質問票）取組等に

向けた研修等の実施

○若者への出産・妊娠・

妊孕性に関する正しい

知識の普及

【施策の展開】

信州母子保健推進

センター事業等

27



第５編 医療圏の設定と基準病床数

第６編 地域医療構想

28

第第第第５５５５編編編編 医療圏医療圏医療圏医療圏のののの設定設定設定設定とととと基準病床数基準病床数基準病床数基準病床数

１ 二次医療圏の設定

○ 現行の10の二次医療圏を維持

○ 事業・疾病ごとに、圏域の設定や隣接医療圏との連携体制を構築

（30ページ「疾病・事業ごとの圏域の設定及び二次医療圏相互の連携体制」参照）

医 療 圏

基準病床数

Ａ

既存病床数 Ｂ

（平成28年10月１日）

（参考）

Ｂ－Ａ

（参考）平成37年度

における病床数の

必要量推計値

佐 久 1,952 2,087 135 1,754

上 小 1,840 2,040 200 1,764

諏 訪 1,713 1,705 △8 1,733

上 伊 那 1,393 1,321 △72 1,153

飯 伊 1,574 1,564 △10 1,338

木 曽 241 255 14 138

松 本 3,616 3,864 248 3,595

大 北 460 484 24 403

長 野 4,771 4,808 37 4,420

北 信 598 707 109 541

計 18,158 18,835 677 16,839

【表１】二次医療圏における一般病床及び療養病床数

病床種別 基準病床数 Ａ

（参考）既存病床数 Ｂ

（平成28年10月１日）

（参考）

Ｂ－Ａ

結核病床 42 74 32

感染症病床 46 46 0

【表２】県全域における病床数

○結核病床、感染症病床

病床種別 基準病床数 Ａ

（参考）既存病床数 Ｂ

（平成28年10月１日）

（参考）

Ｂ－Ａ

精神病床 3,947 4,823 876

○精神病床（平成32年度末
※

）

２ 基準病床数

【二次医療圏図】

※ 第５期障害福祉計画の最終年度に合わせて設定 29



30

【疾病・事業ごとの圏域の設定及び二次医療圏相互の連携体制】

区 分

救急

医療

災害時に

おける

医療
※

周産期

医 療

小児

医療

在宅

医療

がん 脳卒中

心筋梗塞

等の心血

管疾患

糖尿病

精神疾患

一

般

精神科救急

当面 将来

東

信

佐久
○ ○ ○ ○

原

則

と

し

て

市

町

村

を

単

位

と

し

、

実

情

に

応

じ

て

隣

接

す

る

市

町

村

が

相

互

に

連

携

○ ○ ○ ○

◇

◇

◆(土日)

（北信）

◇

上小
○ ○ ○ ○

■

(松本)
○ ○ ○

南

信

諏訪
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◇◇◇
上伊那

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

飯伊
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

中

信

木曽
○ ○

■

(松本)
■

(松本)
■

(松本)
■

(松本)

■

(上伊那・

松本)

■

(松本)

◇◇◇
松本

○ ○ ● ● ● ● ● ●

大北
○ ○

■

(松本)
■

(松本)
■

(松本)
■

(松本)
■

(松本)
■

(松本)

北

信

長野
○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

◇

◇

◆(土日)

（東信）

◇

北信
○ ○ ○ ○

■

(長野)
○ ○ ○

注１） 「救急医療」列から「糖尿病」列までの各欄の凡例

○印：当該二次医療圏内で対応する医療圏

●印：他の二次医療圏と連携し、連携の中心となる医療圏

■印：他の二次医療圏と連携する医療圏

（ ）内は、主に連携する二次医療圏

注２） 「精神疾患」列の各欄の凡例

◇印：当該圏域内で対応する圏域

◆印：他の圏域と連携する圏域

（ ）内は、連携の相手方となる圏域

※ 災害の規模によっては、基幹災害拠点病院を中心に全県的に連携

第第第第６６６６編編編編 地域地域地域地域医療構想医療構想医療構想医療構想

１ 地域医療構想の意義

平成37年度（2025年度）の医療機能ごとの病床数及び在宅医療等の必要量の推計値を

参考に、関係者が医療需要に応じた病床の機能分化・連携や医療と介護が一体となった体

制づくりを進めるための方策を共有するため、平成29年３月に策定

２ 平成37年度（2025年度）の病床数の必要量及び在宅医療等の必要量の推計値

○ 国が定めた一定の仮定等により、国の人口推計や2013年度の患者の入院受療動向を

基にした推計であり、あくまで将来の医療提供体制構築に向けた参考値

○ 推計値が県の病床の削減目標といった性格を持つものではなく、県に稼働している

病床を削減する権限もない。

○ 実際の病床の整備や機能転換は、関係者が将来の医療需要の変化を共有し、それに

適合した医療提供体制を構築するための自主的な取組が基本

【推計値が持つ意義】

31

（単位：床、人／日）

佐久 上小 諏訪 上伊那 飯伊 木曽 松本 大北 長野 北信 県計

高度急性期 193 98 215 119 129 14 503 36 543 57 1,907

急性期 733 547 719 432 555 58 1,432 197 1,634 244 6,551

回復期 494 696 510 381 416 40 1,098 108 1,196 182 5,121

慢性期 334 423 289 221 238 26 562 62 1,047 58 3,260

計 1,754 1,764 1,733 1,153 1,338 138 3,595 403 4,420 541 16,839

2,847 2,341 2,535 2,225 2,115 405 5,016 812 6,271 815 25,382

区分

病

床

機

能

在宅医療等の必要量



第７編 医療施策

32

第第第第７７７７編編編編 医療機能医療機能医療機能医療機能のののの分化分化分化分化とととと連携連携連携連携

１１１１ 機能分化機能分化機能分化機能分化とととと連携連携連携連携

（現状と課題）

○ 高齢化の進展などの環境変化等に伴い、ニーズに合った医療提供体制への変革が必要

（施策の展開）

○ 地域で不足する病床機能への転換及び必要な設備等の充

実強化に向け、地域医療介護総合確保基金を活用し積極的

に支援

○ 医療分野のＩＣＴ化の推進、地域連携クリティカルパス

の活用等による医療機関相互の連携強化を推進

○ 患者の大病院への集中を防ぐため、県民に、身近な診療

所をかかりつけ医・かかりつけ歯科医とすることの普及啓

発を実施

指 標

現状

(H29)

目標

(H35)

かかりつけ医を

持つ者の割合

67.4％

67.4％

以上

かかりつけ歯科医

を持つ者の割合

75.7％ 80％

＜例＞
＜例＞

機能分化 連携

高度急性期

急性期

回復期 慢性期

Ａ病院○○科 Ｂ病院○○科

地域医療支援病院

診療所

(かかりつけ医) 歯科診療所

(かかりつけ歯科医)

訪問看護ス

テーション

薬局

・情報通信技術（ＩＣＴ）の活用

（信州メディカルネットなどの

患者情報等共有システム）

・地域連携クリティカルパス

等

病院

（主な数値目標）

○○拠点病院 連携病院

33
（医療推進課「県民医療意識調査」）



○分業率（処方せん受取率）は徐々に上昇しているものの、服薬情報の一元的・継続的な把握な

どの医薬分業のメリットが十分に機能していない状況

○厚生労働省は、医薬分業の原点に立ち返り、地域包括ケア等への貢献や健康サポート機能の充

実に向けて、すべての薬局を患者の服薬情報の一元的・継続的な把握等の機能を果たす「かかり

つけ薬剤師・薬局」へ再編するため、「「「「患者患者患者患者のためののためののためののための薬局薬局薬局薬局ビジョンビジョンビジョンビジョン」」」」を策定し、患者本位の医

薬分業の実現に向けた中長期的な道筋を提示

１１１１ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

第第第第７７７７編編編編 医療機能医療機能医療機能医療機能のののの分化分化分化分化とととと連携連携連携連携 医薬分業医薬分業医薬分業医薬分業・・・・医薬品等適正使用医薬品等適正使用医薬品等適正使用医薬品等適正使用

年年年年 度度度度 平成平成平成平成24年度年度年度年度 平成平成平成平成25年度年度年度年度 平成平成平成平成26年度年度年度年度 平成平成平成平成27年度年度年度年度 平成平成平成平成28年度年度年度年度

長野県長野県長野県長野県 64.1 65.9 68.6 70.3 72.2

全全全全 国国国国 66.1 67.0 68.7 70.0 71.7

【分業率の推移】 （単位：％）

○○○○医薬分業医薬分業医薬分業医薬分業

○薬剤師会等関係団体と連携し、薬局の在宅医療

サービスを推進する事業など「「「「患者患者患者患者のためののためののためののための薬局薬局薬局薬局

ビジョンビジョンビジョンビジョン」」」」を実現するための「かかりつけ薬局」

機能強化事業を展開

○薬に関していつでも気軽に相談できる「かかり

つけ薬剤師」を増やし、すべての薬局を患者の服

薬情報の一元的・継続的な把握等の機能を果たす

「かかりつけ薬剤師・薬局」にすることを推進

（主な数値目標）

指指指指 標標標標

現状現状現状現状

(H29)
目標目標目標目標

（（（（H35））））

か か り つ け

薬剤師指導

料及びかか

り つ け 薬 剤

師包括管理

料の算定件

数

588薬局

(H28) 現状以上

２２２２ 施策施策施策施策のののの展開展開展開展開

34（関東信越厚生局「施設基準届出状況」）

（主な数値目標）

指指指指 標標標標

現状現状現状現状

(H29)
目標目標目標目標

（（（（H35））））

献血推進計

画 に 定 め る

献血者の目

標人数に 対

する達成率

95.9％

(H28) 現状以上

第第第第７７７７編編編編 医療機能医療機能医療機能医療機能のののの分化分化分化分化とととと連携連携連携連携 医薬分業医薬分業医薬分業医薬分業・・・・医薬品等適正使用医薬品等適正使用医薬品等適正使用医薬品等適正使用

○次代の献血を担うこととなる10代20代の若い世

代に対する啓発を、県教育委員会、長野県赤十字

血液センター等関係機関と連携して重点的に実施

○将来にわたって持続的に献血を支えていく体制

を構築

２２２２ 施策施策施策施策のののの展開展開展開展開

○○○○血液血液血液血液のののの供給確保供給確保供給確保供給確保

１１１１ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○献血可能な年齢層の人口は減少傾向にあり、必要となる血液製剤を確保するための献血者の確

保が重要な課題

○特に若い世代は、近年の高等学校における校内献血実施率の低下などにより、人口減少率以上

に大幅に献血者数が減少

年年年年 齢齢齢齢

献献献献 血血血血 者者者者 数数数数 人人人人 口口口口

H19 H28 対H19比(%) H19 H28 対H19比(%)

10代代代代(16～～～～19歳歳歳歳) 3,480 2,229 △35.9 87,659 81,119 △7.5

20代代代代 15,574 10,908 △30.0 204,043 162,064 △20.6

30代代代代 23,147 13,519 △41.6 297,760 224,326 △24.7

40代代代代 19,227 22,544 ＋17.3 262,903 294,754 ＋12.1

50代以上代以上代以上代以上(50～～～～69歳歳歳歳) 16,531 24,227 ＋46.6 587,290 561,802 △4.3

【長野県の献血者数と人口の推移】

35（薬事管理課調査）



項目項目項目項目 現状現状現状現状とととと課題及課題及課題及課題及びびびび施策施策施策施策のののの展開展開展開展開

医医医医 師師師師

○医師の絶対数の確保と地域間、診療科における医師の偏在解消

○医学生修学資金貸与医師の適正配置に資する仕組みの構築

○医師、医療機関間における相互のネットワークづくりを推進

歯科医師歯科医師歯科医師歯科医師

（現状と課題）

○平成26年（2014年）末現在の本県の医療施設従事歯科医師数は人口10万人当

たり73.4人であり、全国平均の79.4人を下回る

（施策の展開）

○誤嚥性肺炎の予防、摂食嚥下機能の維持向上、周術期口腔機能管理を行うこと

での早期退院支援の観点から、病院勤務歯科医師等の確保と資質向上の取組を推

進

薬剤師薬剤師薬剤師薬剤師

（現状と課題）

○「かかりつけ薬剤師・薬局」推進等のため、更なる確保が必要

○高度で多様な業務への対応と資質の向上が課題

（施策の展開）

○育児等による離職者の復職や新卒者等の就業を支援

○研修等を通じて資質向上を推進し、高度で多様な業務に対応できる薬剤師を育

成・活用

看護職員看護職員看護職員看護職員

○県立養成所の運営や民間看護師等養成所への支援等による新規養成数の確保

○病院内保育所の運営支援や施設整備による離職防止の支援、資質向上のための

各種研修を実施

○ナースセンター事業による、再就業支援の促進

第第第第７７７７編編編編 医療施策医療施策医療施策医療施策のののの概要概要概要概要（（（（保健医療従事者保健医療従事者保健医療従事者保健医療従事者））））

○○○○保健医療従事者保健医療従事者保健医療従事者保健医療従事者のののの養成養成養成養成・・・・確保確保確保確保
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項目項目項目項目 現状現状現状現状とととと課題及課題及課題及課題及びびびび施策施策施策施策のののの展開展開展開展開

歯科衛生士歯科衛生士歯科衛生士歯科衛生士・・・・

歯科技工士歯科技工士歯科技工士歯科技工士

（現状と課題）

○県内歯科衛生士養成校４校のH29入学者数充足率は76.7％。

○歯科技工士従事者数は662人（H28)で10年前から減少

（施策の展開）

○養成校入学者の確保及び関係団体と協力し歯科衛生士の再就職を促進

○専門性の高い知識・技術習得の研修会等で歯科技工士の資質を向上

管理栄養士管理栄養士管理栄養士管理栄養士・・・・

栄養士栄養士栄養士栄養士

（現状と課題）

○県内の保健医療福祉関係施設等の管理栄養士・栄養士の配置率は横ばい

○最新の知見に基づいた栄養管理・指導等を行うための資質向上が必要

（施策の展開）

○管理栄養士・栄養士の配置を支援

○専門的な栄養管理等が実施できる管理栄養士・栄養士の育成

そのそのそのその他他他他のののの医療医療医療医療

従事者従事者従事者従事者

（現状と課題）

○理学療法士や作業療法士などの医療従事者は概ね増加傾向にあるが、医学・

医療技術の進歩に伴い、高度な専門知識や技術の研修、養成体制が必要

（施策の展開）

○養成施設の適切な運営を指導 ○学術研究会・研修会への支援

医療従事者医療従事者医療従事者医療従事者のののの

勤務環境改善勤務環境改善勤務環境改善勤務環境改善

（現状と課題）

○時間外労働の削減等働きやすい職場の整備が必要

○管理者による職場環境の改善が医療法により努力義務

（施策の展開）

○医療勤務環境改善支援センターのアドバイザーによる支援

○院内保育所等施設整備等への支援

第第第第７７７７編編編編 医療施策医療施策医療施策医療施策のののの概要概要概要概要（（（（保健医療従事者保健医療従事者保健医療従事者保健医療従事者））））

○○○○保健医療従事者保健医療従事者保健医療従事者保健医療従事者のののの養成養成養成養成・・・・確保確保確保確保
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第第第第７７７７編編編編 医療施医療施医療施医療施策策策策 医師確保医師確保医師確保医師確保（（（（１１１１））））

１１１１ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○ 平成26年(2014年)末の人口10万人当たり医療施設従事医師数は216.8人（全国233.6人）で

全国31位

○ 長野県ドクターバンク事業により109人が成約・就業（平成29年(2017年)３月31日現在）

○ 増加が見込まれる修学資金貸与医師を適正に配置するための仕組みの構築が必要

○ 将来に向けた医師不足の解消に効果的な初期（臨床）研修医の増加・定着を図る取組が必要

○ 新専門医制度の開始に伴い、県内で研修する専攻医（専門研修医）を増やす取組が必要

○ 医学部医学科進学者を確保するため、高校生への啓発と地域医療を担う意識付けが必要

○ 二次医療圏間における医師の地域偏在や診療科における医師偏在の解消が必要

○ 医師の高齢化への対応や女性医師のライフイベント・ライフステージに応じた就労を支援す

るための勤務環境整備が必要

【表】医療施設従事医師数（人口10万対）の推移 （単位：人） 【グラフ】平成26年（2014年）人口10万人当たり医療施設従事医師数

（厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」）

区 分 Ｈ20 Ｈ22 Ｈ24 Ｈ26 

長 野 県 196.4 205.0 211.4 216.8 

全国平均 212.9 219.0 226.5 233.6 

全国との差 △16.5 △14.0 △15.1 △16.8 

全国平均 233.6
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２２２２ 施策施策施策施策のののの展開展開展開展開

○ 長野県ドクターバンク事業による即戦力医師と医学生修学資金貸与制度や自治医科大学によ

る将来の医師の確保

○ 県内臨床研修指定病院等の魅力発信や合同説明会の開催などによる初期研修医・専攻医の確

保

○ 増加が見込まれる修学資金貸与医師を効果的・効率的に配置する仕組みの検討

○ 地域の中核病院を核とした医師不足病院を支援するネットワークの構築に向けた支援

○ 医師研究資金や初期研修医、産科の専攻医を対象とした研修資金貸与による医師不足が顕著

な診療科の医師確保と総合診療医など幅広い診療に対応できる医師の養成に向けた指導医研修

会の開催や医師相互のネットワークづくりを推進

○ 在宅医療を担う医師確保に向けた施策の検討

○ 医療勤務環境改善支援センターとの連携による女性医師をはじめとした病院勤務医の働きや

すい環境整備を支援

（主な数値目標）

項目項目項目項目 現状現状現状現状

（（（（H29））））

目標目標目標目標

（（（（H35））））

備考備考備考備考

（出典等）（出典等）（出典等）（出典等）

人口10万人当たり医療施設従事医

師数

216.8

（H26）

250人以上 厚生労働省「医師・歯科医

師・薬剤師調査」

長野県ドクターバンク事業成約医師

数

109人

（累計）

169人以上 医師確保対策室調査

第第第第７７７７編編編編 医療施医療施医療施医療施策策策策 医師確保医師確保医師確保医師確保（（（（２２２２））））

39



第第第第７７７７編編編編 医療施医療施医療施医療施策策策策 看護職員確保看護職員確保看護職員確保看護職員確保（（（（１１１１））））

１１１１ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○ 平成28年（2016年）末現在の県内就業者数は29,018人、人口10万人当たりの就業者数は

保健師、助産師、看護師で全国より高く、准看護師で下回っており、保健師数は全国１位、

助産師数は全国２位

○ 看護職員の主な就業場所は、病院61.1％、診療所13.4％、介護保険施設13.0％

○ 診療報酬改定で手厚い看護体制に対する高い評価（７対１入院基本料）が新設されて以降、

看護職員の需要は増えており、依然確保が困難な状況が継続

○ 平成27年度（2015年度）卒業生の県内就業率は76.4％。卒業生999名のうち903名が看護職

員として就業し、そのうち763名が県内に就業

○ 本県の病院に勤務する常勤看護職員の離職率は、全国（10.9％）を下回るものの、8.8％と

高い水準

  地域 

佐久 上小 諏訪 上伊那 飯伊 木曽 松本 大北 長野 北信 全県 全国 

職種   

保健師 87.8  65.6  66.4  82.3  83.9  136.6  74.9  108.4  66.8  101.5  76.6  40.4  

助産師 43.2  30.0  37.5  42.0  37.9  57.5  54.1  27.1  31.6  50.8  40.2  28.2  

看護師 1,208.1  884.3  1,050.4  864.4  970.0  945.5  1,117.9  1,070.1  1,012.5  988.7  1,028.5  905.5  

准看護師 187.0  384.4  254.0 257.8  343.8  169.0  221.6  208.3  206.2  229.6  244.4  254.6  

 

【表】 人口10万対の医療圏別就業者数（平成28年）

（厚生労働省「平成28年度衛生行政報告例」・医療推進課調べ）

（単位：人）
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２２２２ 施策施策施策施策のののの展開展開展開展開

(１) 新規養成数の確保

○ 県立養成校の運営や民間看護師等養成所の運営費の補助による新規養成数の確保

(２) 離職防止・資質向上

○ 病院内保育所の運営の支援や施設整備などにより、夜勤や交代勤務など働きやすい環境の

整備を支援

○ 看護職員が意欲的に業務に取り組めるよう、資質向上のための各種研修を実施

○ 訪問看護師を確保するための研修や事業所支援を行うとともに、特定行為に係る看護師の

研修機会確保

○ 市町村保健師の確保や保健活動の充実強化を図るため、市町村保健師の採用情報の発信及

び職務の段階に応じた研修機会確保

○ 助産師が正常分娩の進行管理を行えるようにするため、助産師支援研修や助産師出向支援

を実施

(３) 再就業の促進

○ ナースセンターによる再就業相談や研修、看護師等免許保持者の届出制度を活用した就職

斡旋等を実施し、プラチナナースや潜在看護職員などの再就業促進

（主な数値目標）
項目項目項目項目 現状現状現状現状

（（（（H29））））

目標目標目標目標

（（（（H35））））

人口10万人当たり就業看護職員数 1,389.7人

（H28）

1,389.7人以上

（H34）

特定行為指定研修機関数 ０機関

(H29)

1機関以上

第第第第７７７７編編編編 医療施医療施医療施医療施策策策策 看護職員確保看護職員確保看護職員確保看護職員確保（（（（２２２２））））

41

（厚生労働省「衛生行政報告例」）

（医療推進課調査）



項目項目項目項目 主主主主なななな施策施策施策施策

救急医療救急医療救急医療救急医療

○救命救急センターの運営を支援するとともに、ドクターヘリを着実に運

用

災害災害災害災害時時時時におけるにおけるにおけるにおける医療医療医療医療 ○二次医療圏ごとの災害医療活動マニュアルを定期的に見直すとともに、

マニュアルを踏まえた関係機関による訓練実施を促進

周産期医療周産期医療周産期医療周産期医療

○「産後うつ」等精神疾患を有する妊産婦への精神科医療等と連携

した医療及び支援体制の整備

○妊産婦・新生児に対する災害医療体制の構築

小児医療小児医療小児医療小児医療

○小児初期救急及び小児医療提供体制の維持

○小児慢性特定疾病児童等自立支援員による対象児のフォローアッ

プ体制構築

へきへきへきへき地医療地医療地医療地医療 ○へき地医療の実績を基にしたへき地医療拠点病院の指定・見直しを行う

とともに、へき地診療所及びへき地医療拠点病院の運営を支援

在宅医療在宅医療在宅医療在宅医療

○往診や訪問看護を24時間体制で実施する医療機関や訪問看護ステーショ

ンの運営体制を強化

○患者情報の共有等により、医師や訪問看護師、介護施設事業者、救急搬

送を実施する消防機関等との連携体制を構築

第第第第７７７７編編編編 医療施策医療施策医療施策医療施策のののの概要概要概要概要（（（（医療施策医療施策医療施策医療施策））））

○○○○医療医療医療医療施策施策施策施策のののの項目項目項目項目とととと主主主主なななな施施施施策策策策（（（（５５５５事業事業事業事業））））
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項目項目項目項目 主主主主なななな施策等施策等施策等施策等

歯科口腔医療歯科口腔医療歯科口腔医療歯科口腔医療

（主な施策）

○歯科口腔医療の質の向上 ○歯科口腔医療提供体制の充実

○医科歯科薬科をはじめとする多職種連携体制の充実

薬物乱用対策薬物乱用対策薬物乱用対策薬物乱用対策

（現状と課題）

○大麻による検挙者（乱用者）は増加傾向

○公共の福祉に危害をもたらす薬物乱用の対策に社会全体で取り組む必要

（施策の展開）

○警察と連携した大麻の不正栽培等に対する監視強化

○薬物乱用防止指導員や関係団体等と連携した啓発の実施

そのそのそのその他他他他のののの医療施策医療施策医療施策医療施策

（現状と課題）

○臓器移植件数は少なく、移植医療に関する県民の理解が必要

○外国籍県民が医療サービスを受けやすい環境の整備が必要

（施策の展開）

○関係団体と連携し、臓器移植に関する啓発を促進

○外国語版問診票の活用促進やホームページ等を利用した外国語による医療情報の提供

医療安全対策医療安全対策医療安全対策医療安全対策

（現状と課題）

○医療法で、すべての病院、診療所、助産所において医療の安全管理体制の確保、院内感

染の防止等が義務づけ

（施策の展開）

○医療事故や院内感染に関する情報を医療機関に提供し、事故防止を呼び掛け

○医療安全支援センターにおいて、県民や患者の医療相談に対応

医療費医療費医療費医療費のののの適正化適正化適正化適正化

（施策の展開）

○県民一人ひとりが健康でいきいきと暮らせるよう、若年期からの生活習慣の改善や生涯

を通じた健康づくりを推進

○後発医薬品の使用促進や医薬品の適正使用の推進

第第第第７７７７編編編編 医療施策医療施策医療施策医療施策のののの概要概要概要概要（（（（医療施策医療施策医療施策医療施策））））

○○○○医療医療医療医療施策施策施策施策のののの項目項目項目項目とととと主主主主なななな施策施策施策施策（（（（５５５５事業以外事業以外事業以外事業以外））））
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第第第第７７７７編編編編 医療施策医療施策医療施策医療施策 救急医療救急医療救急医療救急医療（（（（１１１１））））

○ 救急搬送数は高齢者を中心に年々増加し、今後

も救急搬送に占める高齢者が増加する見込み

○ 不要不急の救急車要請があるため、救急車の適

正利用を積極的に推進する必要

１１１１ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

２２２２ 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき方向方向方向方向

高齢化の進展に伴う軽症、中等症患者の救急搬送の増加に対応するための救急医療体制の整備

を図るとともに、住民に対する救急医療についての普及・啓発の推進や個々の救急医療機関の役

割分担の明確化と相互連携の強化を推進することにより、病院前救護活動から社会復帰までの医

療が継続して提供される体制を構築

（（（（１１１１））））救急搬送救急搬送救急搬送救急搬送

（（（（２２２２））））救急救急救急救急医療提供体制医療提供体制医療提供体制医療提供体制

○ 救命講習の受講者は減少傾向にあり、県民への普及啓発に取り組むことが重要

○ 救急救命士が救急車に常時同乗するなどのメディカルコントロール体制の充実強化、救急車、ド

クターカー、ドクターヘリなど搬送手段の多様化に合わせた関係機関の密接な連携が重要

○ 高齢化に伴う中等症・軽症患者の増加に対応するため、初期・二次救急医療体制の一層の整備、

初期・二次・三次救急医療機関の役割分担の明確化が必要

○ 急性期を脱した後の転院、転床を円滑に行う体制整備が課題

区分 平成22年 平成27年 増減

新生児（生後28日未満） 207 198 △△△△9

乳幼児（生後28日以上満７歳未満） 3,069 3,136 67

少 年（満７歳以上18歳未満） 3,051 3,199 148

成 人（満18歳以上満65歳未満） 26,301 25,897 △△△△404

高齢者（満65歳以上） 46,180 55,886 9,706

計 78,808 88,316 9,508

年齢区分別救急搬送人数（長野県）
（単位：人）

（消防庁「救急・救助の現況」）
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第第第第７７７７編編編編 医療施策医療施策医療施策医療施策 救急医療救急医療救急医療救急医療（（（（２２２２））））

３３３３ 施策施策施策施策のののの展開展開展開展開

（（（（１１１１））））適切適切適切適切なななな病院前救護活動病院前救護活動病院前救護活動病院前救護活動のののの促進促進促進促進

（主な数値目標）

○ 応急手当に関する知識の普及啓発を推進

○ 指導救命士制度の活用や各種研修会・講習会を充実

○ 地域メディカルコントロール協議会等において転院搬送

に係るルール化を促進

○ ドクターヘリやドクターカーのより有効な活用について

検討

指 標

現状

(H29)

目標

(H35)

救急救命士が常時同

乗している救急車の

割合（救急隊のうち

救命士常時運用隊の

比率）

89.0％

(H27)

100％

○ 在宅当番医制や休日夜間急患センター等による初期救急

医療体制の整備を推進

○ 病院群輪番制など地域の実情に応じた体制の整備を推進

○ 救命救急センターの運営を支援するとともに、救急医療

機関に必要な施設・設備の整備を支援

○ メディカルコントロール協議会等において「傷病者の搬

送及び傷病者の受入れの実施に関する基準」の見直しを実

施

（（（（２２２２））））重症度重症度重症度重症度・・・・緊急度緊急度緊急度緊急度にににに応応応応じたじたじたじた医療医療医療医療がががが提供可能提供可能提供可能提供可能なななな体制体制体制体制のののの整備整備整備整備

○ 急性期を脱した患者が救急医療機関の救急医療用病床か

ら円滑に転院・転床できる体制の整備を推進

（（（（３３３３））））救急救急救急救急医療機関医療機関医療機関医療機関からのからのからのからの転院転院転院転院・・・・転床転床転床転床をををを円滑円滑円滑円滑にににに実施実施実施実施できるできるできるできる

体制体制体制体制のののの整備整備整備整備

指 標

現状

(H29)

目標

(H35)

救命救急センターの

充実度評価Ａの割合

100％

(H28)

100％

休日・夜間に対応で

きる医療施設数

20施設

(H28)

20施設

以上

指 標

現状

(H29)

目標

(H35)

三次救急医療機関か

ら人工呼吸器が必要

な患者や気管切開等

のある患者を受け入

れる体制を備えた病

院の割合

52％

(H28)

52％

以上
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（消防庁「救急・救助の現況」）

指 標

現状

(H29)

目標

(H35)

救命救急センターの

充実度評価Ａの割合 100％

(H28)

100％

休日・夜間に対応で

きる医療施設数

20施設

(H28)

20施設

以上

（医療推進課調査）

（厚生労働省「救命救急セ

ンター充実段階調査」）

（医療推進課調査）



第第第第７７７７編編編編 医療施策医療施策医療施策医療施策 災害時災害時災害時災害時におけるにおけるにおけるにおける医療医療医療医療（（（（１１１１））））

○ 近年も、地震、風水害、火山の噴火、大規模な交通事故

など多くの災害が発生

○ 広範囲及び長期間に渡る被害を想定し、数か月単位での

医療等の支援体制の整備が必要

○ 高齢化の進展に伴い、高齢者等の災害時要配慮者の増加

への対策が重要

○ 災害拠点病院やＤＭＡＴ指定病院の機能強化を図るとと

もに、すべての病院において、病院が被災した後、早急に

診療機能を回復できるよう、業務継続計画（ＢＣＰ）の整

備を促進する必要

○ ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）の養成・確保に努める

とともに、技能を維持する取組が必要

１１１１ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○ 被災地に参集した保健医療活動を行うチームの派遣調整等の助言などを行う地域災害医療

コーディネーターの養成及び能力向上に努める必要

○ 県内すべての医療圏で策定されている地域災害医療活動マニュアルを適宜見直すとともに、

災害拠点病院をはじめ、地域の他の医療機関、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、消

防機関等の関係機関が連携を強化し、定期的な訓練も必要

２２２２ 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき方向方向方向方向

各地域において、地域防災計画と整合性を図りつつ、災害拠点病院を中心とした災害医療提供

体制を構築するとともに、地域間や関係機関間の相互連携を推進することにより、災害時におい

ても必要な医療が確保される体制を構築

二次

医療圏

病院名

佐 久 佐久総合病院佐久医療センター

上 小 信州上田医療センター

諏 訪 諏訪赤十字病院

上伊那 伊那中央病院

飯 伊 飯田市立病院

木 曽 県立木曽病院

松 本

信州大学医学部附属病院

相澤病院

大 北 市立大町総合病院

長 野 長野赤十字病院

北 信 北信総合病院

災害医療に係る拠点病院の状況災害医療に係る拠点病院の状況災害医療に係る拠点病院の状況災害医療に係る拠点病院の状況

（医療推進課調べ）
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第第第第７７７７編編編編 医療施策医療施策医療施策医療施策 災害時災害時災害時災害時におけるにおけるにおけるにおける医療医療医療医療（（（（２２２２））））

３３３３ 施策施策施策施策のののの展開展開展開展開

（（（（１１１１））））平時平時平時平時におけるにおけるにおけるにおける体制整備体制整備体制整備体制整備

（主な数値目標）

○ 災害医療活動マニュアルを定期的に見直すとともに、マ

ニュアルを踏まえた関係機関による訓練の実施を促進

○ 県及び地域における災害医療コーディネーターの養成や

能力向上を図るなど、災害医療に係る人材育成を推進

○ 災害医療コーディネーターやＤＭＡＴ、ＤＰＡＴなどの

関係機関が連携体制を構築するための仕組みを検討

○ 二次医療圏において、災害拠点病院を中心とした関係機

関等による連携体制の整備を図るとともに、各二次医療圏

間の連携を促進

指 標

現状

(H29)

目標

(H35)

行政、災害拠点病院、

医師会等の関係機関

によるコーディネー

ト機能の確認を行う

災害訓練の実施二次

医療圏数

７医療圏 10医療圏

○ 二次医療圏における複数の災害拠点病院の指定の検討、

災害拠点病院を含むすべての病院における業務継続計画の

策定などにより、災害医療体制を強化

○ ＤＭＡＴ隊員の計画的な養成や、消防機関、市町村、警

察、自衛隊など関係機関との連携の強化を推進

（（（（２２２２））））災害急性期災害急性期災害急性期災害急性期（（（（発災後発災後発災後発災後48484848時間以内時間以内時間以内時間以内））））にににに対応対応対応対応するするするする体制整備体制整備体制整備体制整備

○ 災害急性期後も継続的な医療を受けられるよう、医療救

護班や医療従事者の派遣に関する医療機関の取組を支援

（（（（３３３３））））急性期急性期急性期急性期をををを脱脱脱脱したしたしたした後後後後にににに対応対応対応対応するするするする体制整備体制整備体制整備体制整備

指 標

現状

(H29)

目標

(H35)

病院における業務継

続計画の策定率

13.8％ 100％

長野県ＤＭＡＴ養成

研修年間修了者数

32人（第

６次計画期

間の平均）

32人

以上

指 標

現状

(H29)

目標

(H35)

急性期を脱した後の

対応を含む地域災害

医療活動マニュアル

を策定した二次医療

圏数

1医療圏 10医療圏
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（医療推進課調査）

（医療推進課調査）

（医療推進課調査）



第第第第７７７７編編編編 医療施策医療施策医療施策医療施策 周産期医療周産期医療周産期医療周産期医療（（（（１１１１））））

総合周産期母子医療総合周産期母子医療総合周産期母子医療総合周産期母子医療センターセンターセンターセンター

・常時の母体及び新生児搬送受入体制を有する

・MFICU・NICUを含む産科新生児病棟の設置

・外科的治療を含む高度の新生児医療を提供

・精神疾患等を有する母体に対応

・リスクの高い妊娠へ高度の周産期医療を提供

県立こども病院（全県）

地域周産期母子医療地域周産期母子医療地域周産期母子医療地域周産期母子医療センターセンターセンターセンター

・24時間体制での周産期救急医療に対応

・リスクの高い妊娠へ高度の周産期医療を提供

・複数診療科が関係する周産期医療を提供

信州大学医学部附属病院（全県）

正常分娩正常分娩正常分娩正常分娩

・総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療セン

ター等と連携して一般診療を提供し、地域の周産期医療体制

を構築

地域周産期連携病院（11病院）

・正常分娩に対応

・妊婦健診等を含めた分娩前後の診療を提供

一般周産期医療機関（6病院・20診療所・15助産所）

高度救命救急センター

・24時間体制での周産期救急医療に対応

・周産期に係る比較的高度な周産期医療を提供

９病院（地域）

１１１１ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○出生数減少のなか、母の出生時年齢の高

齢化に伴う低出生体重児等の割合増加

○周産期死亡率、新生児死亡率は低い水準で

推移

○周産期医療システムは順調に運用されて

おり地域周産期母子医療センター未設置の

医療圏は、隣接する医療圏との連携により

体制を確保

○産科医療機関及び分娩取扱い施設の減少

○産後うつ病疑いの割合が約1割とされており、

精神科疾患を合併する妊婦への精神科医療関等

との連携等体制強化が課題

長野長野長野長野

県県県県

出生数出生数出生数出生数

（（（（人人人人））））

35歳以上歳以上歳以上歳以上

の割合の割合の割合の割合（％（％（％（％））））

杕杕杕杕出生体重児出生体重児出生体重児出生体重児

のののの割合割合割合割合（％）（％）（％）（％）

H8 21,286 10.8 7.0

H28 15,169 28.4 9.6

長野長野長野長野

県県県県

周産期死亡率周産期死亡率周産期死亡率周産期死亡率

（（（（出産千対出産千対出産千対出産千対））））

新生児死亡率新生児死亡率新生児死亡率新生児死亡率

（（（（出生千対出生千対出生千対出生千対））））

H8 5.8 1.2

H28 3.6 1.1

年 Ｈ14 H28

産科医療機関

（分娩を扱う施設）

120 88

(61) (40)

○長野県周産期医療体制のイメージ

（保健・疾病

対策課調査）

（医療推進

課調査）

（厚生労働省「人口動態調査」）
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○災害時において医療のサポートが必要な妊産婦

・新生児に対する災害医療体制の構築

２２２２ 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき方向方向方向方向とととと施策施策施策施策のののの展開展開展開展開

第第第第７７７７編編編編 医療施策医療施策医療施策医療施策 周産期医療周産期医療周産期医療周産期医療（（（（２２２２））））

①「長野県周産期医療システム」による周産期医療提供体制の維持

○産後うつ予防のための産科医療機関でのエジンバラ

産後うつ病質問シート（ＥＰＤＳ）の導入推進

○精神疾患合併を有する妊産婦へ精神科医療との

連携による診療体制の整備

○先天性代謝異常、難聴等の早期発見体制の維持

○里帰り出産の受入れ率の維持

○ハイリスク分娩等には「地域周産期母子医療

センター」等への迅速な搬送体制の維持

○高度な新生児医療が必要時には「総合周産期

母子医療センター」への迅速な搬送体制の維持

○正常経過の分娩が担える院内助産の普及

②充実した妊産婦及び新生児の健康管理体制の維持

指指指指 標標標標

現状現状現状現状

(H29)(H29)(H29)(H29)

目標目標目標目標

(H35)(H35)(H35)(H35)

新生児死亡率 1.1

(H28)

1.1

里帰り出産受入率 98%

(H28)

98%

院内助産リーダー養成者数 ４人

(H28)

10人

指指指指 標標標標

現状現状現状現状

(H29)(H29)(H29)(H29)

目標目標目標目標

(H35)(H35)(H35)(H35)

ＥＰＤＳを導入している

周産期医療機関数

19施設

(H28)

全施設

周産期医療機関における新生

児聴覚検査の実施率

97.8%

(H28)

97.8%

指指指指 標標標標

現状現状現状現状

(H29)(H29)(H29)(H29)

目標目標目標目標

(H35)(H35)(H35)(H35)

災害時小児周産期リエゾン養

成者数

２人

(H28)

６人

③災害時を見据えた周産期医療体制の構築

（厚生労働省「人口動態調査」）

（保健・疾病対策課調査」）

（保健・疾病対策課調査」）

（厚生労働省「人口動態調査」）

（日本産婦人科医会調査」）

（保健・疾病対策課調査」） 49



第第第第７７７７編編編編 医療施策医療施策医療施策医療施策 小児小児小児小児医療医療医療医療 ((((１１１１))))

地域小児連携病院

・一般小児医療機関で受入れ困難な

患者を小児地域医療センターと連

携し対応

療

育

療

育

療

育

療

育

・・・・

療

養

等

療

養

等

療

養

等

療

養

等

小児救急体制小児救急体制小児救急体制小児救急体制

小児中核病院

・休日夜間急病センター

等（８医療圏）

・・・・在宅当番医制

・小児救急電話相談事業

初期小児救急

（一次）

・

医

療

・

リ

ハ

ビ

リ

テ

ー

シ

ョ

ン

・

介

護

及

び

福

祉

サ

ー

ビ

ス

・

教

育

等

成

人

期

医

療

成

人

期

医

療

成

人

期

医

療

成

人

期

医

療

へ

の

へ

の

へ

の

へ

の

移

行

移

行

移

行

移

行

一般小児医療機関

小児救命救急（三次）

入院小児救急医療

（二次）

小児地域医療センター

・小児地域医療センター機能を有す

・三次救急医療、高度医療、先進的

医療及び臨床研修を担う。

県立こども病院

信州大学医学部附属病院

・24時間体制で入院及び救急搬送に

対応

９病院

34病院

・一般小児医療・入院への対応

・病院（26施設）

・・・・診療所（345施設）

・24時間体制で小児救命救

急を担う。

県立こども病院

信州大学医学部附属

病院

・24時間体制で救急搬送に

対応

43病院

小児医療体制小児医療体制小児医療体制小児医療体制

１１１１ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○全国と同じ水準の乳児死亡率

乳幼児死亡率

長野県長野県長野県長野県

乳児死亡率乳児死亡率乳児死亡率乳児死亡率

（（（（出生千対出生千対出生千対出生千対））））

乳幼児死亡率乳幼児死亡率乳幼児死亡率乳幼児死亡率（（（（5555歳歳歳歳

未満未満未満未満、、、、人口千対人口千対人口千対人口千対））））

H18 2.1 0.5

H28 1.9 0.2

○増加する小児救急電話相談

（#8000)件数

年度年度年度年度 件数件数件数件数

H24 5,492

H28 7,124

○長野県小児医療連携体制のイメージ

○小児科を標榜する病院2.7%減の

70施設、診療所は15.5%減の345

施設（平成20年～平成26年）

○小児救急医療体制及び小児医療

体制は順調に運用。

小児地域医療センター未設置の

医療圏は、隣接する医療圏との

連携により医療体制を確保

○「医療的ケア児（高度医療依存

児）等」について望ましい療養

・療育環境への移行、成人期医療

への円滑な移行が課題

（厚生労働省「医療施設調査」）

（保健・疾病対策課調査）

（厚生労働省「医療施設調査」）
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○医療的ケア児等の状況に応じた療養・療育環境への移行のための関係機関の連携による

継続的な支援

○小児慢性特定疾病等の患者へのフォローアップ体制づくり及び環境に応じた支援 51

２２２２ 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき方向方向方向方向とととと施策施策施策施策のののの展開展開展開展開

第第第第７７７７編編編編 医療施策医療施策医療施策医療施策 小児小児小児小児医療医療医療医療（（（（２２２２））））

①充実した相談体制の維持

○適切な受療行動について啓発

○小児救急医療は、一次救急から三次救急に

よる提供体制の維持

○小児医療は、一次医療から三次医療による

提供体制の維持

○ 小児医師確保困難地域についても、医療連携により体制の維持

○小児救急電話相談（#8000）の体制維持及び周知

○不慮の事故防止対策、急病への対応法等の啓発

②患者の状態に応じた医療提供体制の維持

指指指指 標標標標

現状現状現状現状

(H29)(H29)(H29)(H29)

目標目標目標目標

(H35)(H35)(H35)(H35)

乳児死亡率（出生千対） 1.9

(H28)

現状を

維持

小児救急電話相談回線数

2回線

現状を

維持

指指指指 標標標標

現状現状現状現状

(H29)(H29)(H29)(H29)

目標目標目標目標

(H35)(H35)(H35)(H35)

医療施設に従事する小児科医

師数

287人

(H26)

現状を

維持

小児初期救急医療体制として

休日夜間急患センター等が整

備された二次医療圏数

８医療

圏

現状を

維持

③継続的な療養・療育支援体制の構築

（厚生労働省「人口動態調査」）

（保健・疾病対策課調査）

（厚生労働省「医師・歯科医師

・薬剤師調査」）

（保健・疾病対策課調査）



第第第第７７７７編編編編 医療施策医療施策医療施策医療施策 へきへきへきへき地医療地医療地医療地医療（（（（１１１１））））

○ 平成26年現在、無医地区及

び準無医地区数は合わせて31

地区、無歯科医地区及び準無

歯科医地区数は合わせて36地

区

（（（（２２２２））））へきへきへきへき地地地地のののの医療提供体制医療提供体制医療提供体制医療提供体制にににに

関関関関するするするする課題課題課題課題

１１１１ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

（（（（１１１１））））無医無医無医無医地区等地区等地区等地区等のののの現状現状現状現状

○ へき地における医療従事者確保は、へき地医療拠点病院等の中核的な医療機関とへき地診療

所の連携による医師派遣等のネットワークの構築が課題

○ 必要に応じてへき地医療拠点病院の指定・見直しを行い、へき地医療拠点病院とへき地診療

所の連携の在り方などを検討するなど、へき地における医療提供体制を確保することが必要

○ へき地の保健・医療提供体制の確保を図るためには、医療だけでなく、日常生活における保

健活動や通院支援等の取組を確保する必要

２２２２ 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき方向方向方向方向

へき地における医療を確保し、住民が必要な医療を受けられるよう、医療従事者の確保、へき

地医療を提供する医療機関（歯科含む）への支援、へき地に居住する住民への支援を実施

区 分 Ｈ６ Ｈ11 Ｈ16 Ｈ21 Ｈ26

無医地区

地区数 22 20 19 18 13

人口（人） 5,710 4,701 4,242 3,662 2,205

準無医地区

地区数 21 19 19 18 18

人口（人） 4,632 3,014 2,458 2,120 1,659

（厚生労働省「無医地区等調査・無歯科医地区等調査」）

無医地区等の推移

区 分 Ｈ６ Ｈ11 Ｈ16 Ｈ21 Ｈ26

無歯科医地区

地区数 41 36 31 26 23

人口（人） 12,537 12,201 10,796 9,107 9,023

準無歯科医地区

地区数 4 12 15 17 13

人口（人） 460 2,935 1,575 1,345 1,027

無歯科医地区等の推移
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第第第第７７７７編編編編 医療施策医療施策医療施策医療施策 へきへきへきへき地医療地医療地医療地医療（（（（２２２２））））

３３３３ 施策施策施策施策のののの展開展開展開展開

（（（（１１１１））））へきへきへきへき地地地地におけるにおけるにおけるにおける医療従事者医療従事者医療従事者医療従事者のののの確保確保確保確保
（主な数値目標）

○ へき地医療拠点病院等の中核的な医療機関の医師確保を

図り、へき地診療所への定期的な医師派遣の体制を構築

○ 臨床研修指定病院と連携し、研修医の県内への誘導及び

定着を促進

○ 修学資金貸与事業等により、へき地での診療に必要な知

識・技能を有する医師の育成やへき地に所在する医療機関

の看護師確保を支援

指 標

現状

(H29)

目標

(H35)

医師派遣を受け

るへき地診療所

数

10診療所

（H27）

10診療所

以上

○ へき地診療所（歯科含む）及びへき地医療拠点病院の運

営及び施設・設備の整備を支援

○ へき地医療拠点病院の指定・見直しやへき地医療を実施

する医療法人の社会医療法人としての認定など、へき地医

療の支援体制を整備

○ 情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した遠隔診療等を支援

（（（（２２２２））））へきへきへきへき地医療地医療地医療地医療をををを提供提供提供提供するするするする医療機関医療機関医療機関医療機関（（（（歯科含歯科含歯科含歯科含むむむむ））））へのへのへのへの支援支援支援支援

○ 市町村と連携し、へき地において必要な保健指導や歯科

口腔保健に関する相談支援を実施

○ 市町村が行うへき地患者輸送車の整備を支援

（（（（３３３３））））へきへきへきへき地地地地にににに居住居住居住居住するするするする住民住民住民住民へのへのへのへの支援支援支援支援

指 標

現状

(H29)

目標

(H35)

無医地区・準無医地

区のうち巡回診療や

通院支援が行われて

いる地区数

27地区

（全31地区中）

（H28）

31地区

無歯科医地区・準無

歯科医地区のうち通

院支援が行われてい

る地区数

15地区

（全36地区）

（H28）

36地区

指 標

現状

(H29)

目標

(H35)

へき地医療拠点

病院の数

７病院

７病院

以上
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（医療推進課調査）

（医療推進課、保健・疾病対策課調査）

（厚生労働省「へき地医療現況調査」）



第第第第７７７７編編編編 医療施策医療施策医療施策医療施策 在宅医療在宅医療在宅医療在宅医療（（（（１１１１））））

（（（（２２２２））））在宅医療在宅医療在宅医療在宅医療のののの提供体制提供体制提供体制提供体制

１１１１ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

（（（（１１１１））））在宅医療等在宅医療等在宅医療等在宅医療等のののの現状現状現状現状

○ 平成27年度から二次医療圏ごとに「退院調整ルール」の策定を進めており、引き続き入院中か

ら退院後を見据えた患者の療養を支援する関係機関との連携体制の構築が重要

○ 在宅訪問診療を実施している医療機関は、一般診療所1,561か所のうち436か所、病院131か所のう

ち61か所（平成26年）

○ 急変時等に入院や病院でしかできない診察等が必要になった場合の受入先として、在宅療養の後方

支援体制の整備が必要

○ 夜間・休日を含め24時間対応できる地域包括ケア体制の確保が課題

○ 在宅療養患者の急変時に往診や訪問看護により24時間対応できる体制の整備が必要

２２２２ 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき方向方向方向方向

医師、歯科医師、薬剤師、訪問看護師等、患者の療養を支える関係者が連携し、専門性を尊重した

チーム医療により、必要な医療・介護・生活支援等の各サービスが切れ目なく提供されることにより

患者が可能な限り住み慣れた生活の場で、安心して自分らしい生活を実現できる社会を構築

○ 高齢化に伴う介護保険の居宅サービス

利用者等の増加により、医療と介護双方

のニーズを持った高齢者が増加する見込

み

○ 在宅療養を希望する県民が多い中で、県民にとって在宅療養に関する医療・介護資源や経済的な

負担などの情報が不足

○ 人生の最期を自宅等で迎えたいと望む人は多いが、実際は病院等での死亡が多く、県民の希望と

現状が大きくかい離しているため、在宅看取りについて県民に対し普及啓発をしていくことが必要

区 分

平成19年４月 平成24年４月 平成29年４月

利用者数 構成割合 利用者数 構成割合 利用者数 構成割合

居宅サービス 54 71.9％ 66 73.0％ 71 65.1％

地域密着型サービス 4 5.0％ 6 6.8％ 18 16.5％

施設サービス 17 23.1％ 18 20.2％ 20 18.4％

県内の介護保険利用者数 （単位：千人、％）

（厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」）
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第第第第７７７７編編編編 医療施策医療施策医療施策医療施策 在宅医療在宅医療在宅医療在宅医療（（（（２２２２））））

３３３３ 施策施策施策施策のののの展開展開展開展開

（（（（１１１１））））円滑円滑円滑円滑なななな在宅療養移行在宅療養移行在宅療養移行在宅療養移行にににに向向向向けたけたけたけた退院支援退院支援退院支援退院支援がががが可能可能可能可能なななな体制体制体制体制づくりづくりづくりづくり

（主な数値目標）

○ 退院時における患者情報共有の仕組みづくり、チーム医

療を展開するための研修会の開催等、多職種で在宅医療の

提供を図るための取組を支援

○ 県民が在宅医療を主体的に選択できるよう、市町村、医

療・介護関係機関と連携して、在宅医療に関わる医療・介

護資源や経済的な負担等の必要な情報を提供

指 標

現状

(H29)

目標

(H32)

医療機関が入院患者

に対し、退院支援・

調整を実施した件数

〈65歳以上人口10

万人当たり〉

3,687件

（H26）

3,687件

以上

○ 医療と介護に従事する関係者が在宅医療を効率的に行え

るよう、患者情報の共有や診療体制整備への支援や訪問看

護師など在宅医療を担う人材の確保・育成を実施

（（（（２２２２））））日常日常日常日常のののの療養支援療養支援療養支援療養支援がががが可能可能可能可能なななな体制体制体制体制のののの整備整備整備整備

○ 県民に対する在宅看取りの普及啓発や理解促進、在宅看

取りを実施する医療機関や訪問看護ステーション等の連携

体制を構築

（（（（４４４４））））人生人生人生人生のののの最終段階最終段階最終段階最終段階におけるにおけるにおけるにおける患者患者患者患者のののの意向意向意向意向をををを尊重尊重尊重尊重したしたしたした看取看取看取看取りがりがりがりが

可能可能可能可能なななな体制体制体制体制づくりづくりづくりづくり

指 標

現状

(H29)

目標

(H32)

在宅での看取り（死

亡）の割合

（自宅及び老人ホー

ムでの死亡）

全国５位

（22.9％）

（H28）

全国トッ

プクラス

を維持

指 標

現状

(H29)

目標

(H32)

訪問看護ステー

ション職員数

983人 1,104人

指 標

現状

(H29)

目標

(H32)

往診を実施している

医療機関数

（65歳以上人口10

万人当たり）

86.51か所

（H26）

86.51か所

以上

（（（（３３３３））））急変時急変時急変時急変時のののの対応対応対応対応がががが可能可能可能可能なななな体制体制体制体制のののの構築構築構築構築

目標年度は第７期高齢者プラン

に合わせてＨ32年度とする

○ 在宅医療を担う関係機関が24時間サポートを行う体制の

整備、入院医療機関が患者を円滑に受け入れることができ

る体制を確保
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（NDBレセプトデータ）

（介護支援課調べ）

（厚生労働省「医療施設調査」）

（厚生労働省「人口動態統計」）



第第第第７７７７編編編編 医療施策医療施策医療施策医療施策 歯科口腔歯科口腔歯科口腔歯科口腔医療医療医療医療（（（（１１１１））））

１１１１ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

（（（（１１１１））））歯科口腔医療歯科口腔医療歯科口腔医療歯科口腔医療のののの体制体制体制体制

○人口10万対の歯科診療所数は47.7であり全国平均(54.1)より少なく、医療圏により偏在がある

○病院に歯科・歯科口腔外科を併設しているのは44病院である

（（（（２２２２））））特別特別特別特別にににに支援支援支援支援のののの必要必要必要必要なななな分野分野分野分野

○要介護高齢者のうち、専門職種から嚥下機能

評価を受けたことがある人の割合は37.1％で

である（図１）

○重度心身障がい児者の歯科口腔医療について、

県は４施設に専門診療を要請している

○生活習慣病等の合併症を有する者への歯科口腔医療について、歯科診療所と歯科・歯科口腔外

科併設病院との連携体制の整備が課題となっている

専門職種, 

37.1 

施設職員, 6.5 

経験なし, 

17.2 

経験不明, 

39.2 

0 20 40 60 80 100

【図１】要介護高齢者の嚥下機能評価の経験

（平成26年度長野県要介護者歯科保健実態調査）

(％)

（（（（３３３３））））連携体制連携体制連携体制連携体制

○在宅歯科口腔医療を提供する在宅療養支援歯科診療所数は255か所である

○介護との連携について、歯科医師と定期

的協議の場がある日常生活圏域は18.2％

である（図２）

○がん等の治療に伴う口腔機能管理や摂食

嚥下機能障がい等について医科薬科をはじめとする多職種での連携体制の整備が課題である

92.9

14.9

18.2

68.2

0 20 40 60 80 100

在宅医療介護の多職種参加研修会

薬剤師との定期的協議の場

歯科医師との定期的協議の場

医師との定期的協議の場

(％)

【図２】医療と介護の連携状況

（平成25年度地域包括ケア体制の構築状況に係る調査）
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第第第第７７７７編編編編 医療施策医療施策医療施策医療施策 歯科口腔歯科口腔歯科口腔歯科口腔医療医療医療医療（（（（２２２２））））

２２２２ 施策施策施策施策のののの展開展開展開展開

（（（（１１１１））））歯科口腔医療歯科口腔医療歯科口腔医療歯科口腔医療のののの質質質質のののの向上向上向上向上

○摂食嚥下機能訓練（オーラルリハビリテーション）やがん等の口腔機能管理等の分野について

質の向上を目指した研修等の取組を充実する

（（（（２２２２））））歯科医療提供体制歯科医療提供体制歯科医療提供体制歯科医療提供体制のののの充実充実充実充実

○要介護高齢者、発達障がいを含めた障がい児者、様々な合併症を有する者等への歯科口腔医療

の提供について、歯科診療所と歯科・歯科口腔外科併設病院との連携体制の整備を図る

（（（（３３３３））））歯科口腔医療歯科口腔医療歯科口腔医療歯科口腔医療におけるにおけるにおけるにおける多職種連携体制多職種連携体制多職種連携体制多職種連携体制のののの充実充実充実充実

○摂食嚥下機能を評価し、専門的な口腔ケアや摂食嚥下機能訓練(オーラルリハビリテーション)

や食形態への支援等につなげる、多職種が連携した体制整備の取組を図る

○がん患者や生活習慣病等の合併症を有する者、顎骨壊死を引き起こす薬剤等を服用している者

等について、医科や薬科と歯科が連携して対応するための体制整備を図る

指 標 現状（H29） 目標（H35）

歯科・歯科口腔外科併設病院

44病院

（H29)

44病院

関東信越

厚生局届出

重度心身障がい者歯科診療施設

４病院

（H28)

４病院 医療推進課調査

（（（（主主主主なななな数値目標数値目標数値目標数値目標））））

57



第第第第７７７７編編編編 医療費医療費医療費医療費のののの適正化適正化適正化適正化

１１１１ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○ 県民医療費は年々増加しているほか、県民所得に対する医療費の割合も増加している。

今後も、高齢者人口の増加や医療の高度化により県民医療費の増加が見込まれる。

○ 疾病分類別の医療費については、生活習慣病と関連が深いと考えられる疾病が約４割を占め

ている。

○ 県民一人ひとりが「自分の健康は自分でつくる」という意識のもと、発症の予防と重症化の

防止に努めることが必要。

○ 医療費の自己負担額の軽減が図られる後発医薬品の使用を促進するためには、患者や医療関

係者が安心して使用できる環境の整備が必要。

○ 県民一人ひとりが「かかりつけ医」「かかりつけ歯科医」を持ち、その判断を得ながら、症

状に応じた医療を受けることが必要。

○ 重複・頻回受診や重複投薬は、薬物の併用等による身体への影響や適正な医療の確保の観点

から、これを解消する取組が必要。

○ 医療保険者が、被保険者の受診動向を把握し、適正な受診を促すためには、レセプト点検の

充実強化が重要。

２２２２ 基本理念基本理念基本理念基本理念

○ 今後も、県民が安心して医療を受けることができるよう、良質かつ適切な医療の効率的な提供

体制を確保しながら、県民の生活の質の維持・向上を図り、医療費が過度に増大しないように

していく必要があります。

○ 県民医療費は、高齢者人口の増加などにより、後期高齢者医療費を中心に今後も増加の見込

みであり、超高齢化社会の到来に対応した医療費の水準を目指します。 58

第第第第７７７７編編編編 医療費医療費医療費医療費のののの適正化適正化適正化適正化

３３３３ 施策施策施策施策のののの展開展開展開展開

① 県民の健康の保持の推進に関すること

○ 県民一人ひとりが健康でいきいきと暮らせるよう、栄養と食生活、身体活動と運動、こころ

の健康、歯と口腔の健康、アルコール・たばこ対策などの施策に取り組み、若年期からの生

活習慣の改善や生涯を通じた健康づくりを推進

② 医療の効率的な提供の推進に関すること

○ 病床機能の分化及び連携並びに地域包括ケアシステムの構築

○ 後発医薬品の使用促進

・後発医薬品に関する普及啓発や、ジェネリック医薬品使用促進協議会による使用の促進。

○ 医薬品の適正使用の推進

・ 保険者協議会を通じての、保険者等による重複投薬の是正に向けた取組支援

○ 医療機関とかかりつけ薬局との連携による、重複投薬の是正や残薬解消に向けた取組等の推進

③ 適正な受診の促進等

重複・頻回受診の解消やレセプト点検の充実などによる取組。

((((主主主主なななな数値目標数値目標数値目標数値目標))))

指 標 現状（Ｈ28） 目標（H35） 出典等

特定健診実施率（再掲） 52.5%

（Ｈ26）

70.0% 厚生労働省

特定保健指導実施率（再掲） 27.6%

（Ｈ26）

45.0%

後発医薬品の普及率 70.7% 80.0% 厚生労働省 59



第８編 疾病対策

○疾病対策の項目と主な施策（５疾病）

項目項目項目項目 主主主主なななな施策施策施策施策

がんがんがんがん対策対策対策対策 すべての二次医療圏でがん診療連携拠点病院等を中心とした診療体制を整備

脳脳脳脳卒中卒中卒中卒中対策対策対策対策 発症後、速やかな搬送と専門的な診療が可能な体制を整備

心筋梗塞等心筋梗塞等心筋梗塞等心筋梗塞等のののの心心心心

血管疾患対策血管疾患対策血管疾患対策血管疾患対策

発症後、速やかな搬送と専門的な診療が可能な体制を整備

糖尿病対策糖尿病対策糖尿病対策糖尿病対策 医療機関未受診者等に対する受診勧奨・保健指導や重症化予防の取組を実施

精神精神精神精神疾患疾患疾患疾患対策対策対策対策

「多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制」及び「精神障がいにも対応

した地域包括ケアシステム」を構築

60

項目項目項目項目 主主主主なななな施策施策施策施策

アルコールアルコールアルコールアルコール健康障健康障健康障健康障がいがいがいがい

対策対策対策対策

飲酒リスクや依存症の正しい知識の普及啓発、相談支援体制充実及び

専門的医療体制の構築

感染症対策感染症対策感染症対策感染症対策

感染症発生動向調査を適切に実施するとともに、検査機関の機能を強

化

肝炎肝炎肝炎肝炎対策対策対策対策

保健所におけるウイルス肝炎検査を継続して実施し、陽性者に対する

受診勧奨、受診結果確認を実施

難病対策難病対策難病対策難病対策 特定疾患医療給付制度等により医療費の自己負担の軽減を実施

ＣＫＤＣＫＤＣＫＤＣＫＤ（（（（慢性腎臓病慢性腎臓病慢性腎臓病慢性腎臓病））））

対策対策対策対策

早期受診を促す体制づくりや重症化予防につながる取組を推進

ＣＯＰＤ（ＣＯＰＤ（ＣＯＰＤ（ＣＯＰＤ（慢性閉塞性慢性閉塞性慢性閉塞性慢性閉塞性

肺疾患肺疾患肺疾患肺疾患））））対策対策対策対策

受動喫煙を防止するための環境整備を推進

アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー疾患対策疾患対策疾患対策疾患対策 専門診療を行う医療機関の情報提供を実施

高齢化高齢化高齢化高齢化にににに伴伴伴伴いいいい増加増加増加増加するするするする

疾患疾患疾患疾患（（（（ロコモロコモロコモロコモ、、、、フレイフレイフレイフレイ

ルルルル、、、、肺炎等肺炎等肺炎等肺炎等））））

市町村などにおける健康づくり、多様な社会参加、疾病予防、低栄養

防止等の取組を推進

第第第第８８８８編編編編 疾病対策疾病対策疾病対策疾病対策

○疾病対策の項目と主な取組（５疾病以外）
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第第第第８８８８編編編編 疾病対策疾病対策疾病対策疾病対策 がんがんがんがん対策対策対策対策（（（（１１１１））））

２２２２ 全体目標全体目標全体目標全体目標（（（（目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき方向方向方向方向））））

◎がん死亡者数、75歳未満年齢調整死亡率

○長野県のがんによる死亡状況

全国（H27）：78.0 （厚生労働省「人口動態調査」）

長野県はがんによる75歳未満年齢調整死亡率が全国一低い

項項項項 目目目目 ＨＨＨＨ17171717 ＨＨＨＨ22222222 ＨＨＨＨ27272727

死死死死亡者数亡者数亡者数亡者数（（（（人人人人））））
5,787 6,071 6,219

75757575歳未満年齢調整歳未満年齢調整歳未満年齢調整歳未満年齢調整死死死死

亡率亡率亡率亡率((((人口人口人口人口10101010万対万対万対万対))))

75.7 67.3 62.0

○長野県の三大死因の状況（平成27年）

（厚生労働省「人口動態調査」）

死死死死 因因因因 順位順位順位順位

死亡数死亡数死亡数死亡数

（（（（人人人人））））

全死亡数全死亡数全死亡数全死亡数にににに

占占占占めるめるめるめる割合割合割合割合((((％％％％))))

悪性新生物悪性新生物悪性新生物悪性新生物 １ 6,219 25.3

心疾患心疾患心疾患心疾患 ２ 3,776 15.4

脳血管疾患脳血管疾患脳血管疾患脳血管疾患 ３ 2,750 11.0

◎死因の第１位

○がんの部位別死亡者数の状況（平成27年） （人）

区区区区 分分分分 男男男男 性性性性 女女女女 性性性性

第第第第1111位位位位 肺 795 大腸 445

第第第第2222位位位位 胃 500 肺 318

第第第第3333位位位位 大腸 423 すい臓 305

第第第第4444位位位位 すい臓 279 胃 271

第第第第5555位位位位 肝臓 276 乳房 226

①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実

②患者本位のがん医療の実現

③がんになっても尊厳をもって安心して暮らせる

社会の構築

１１１１ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

◎部位別では男性は肺、女性は大腸が１位

○がん検診受診率の状況（平成28年） （％）

◎受診率は子宮（頸）がんと乳がんが伸び悩み

区区区区 分分分分 ＨＨＨＨ22222222 ＨＨＨＨ25252525 ＨＨＨＨ28282828

胃がん 39.4 46.7 45.5

肺がん 30.2 50.2 53.9

大腸がん 30.9 44.3 46.1

子宮頸がん 42.4 47.1 44.7

乳がん 43.9 49.7 48.2

（厚生労働省「人口動態調査」）

（厚生労働省「人口動態調査」）

指標指標指標指標

現状現状現状現状

((((ＨＨＨＨ29)29)29)29)

目標目標目標目標

((((ＨＨＨＨ35)35)35)35)

尊厳が保たれ、切れ目

なく十分な治療・支援

を受けたと考えている

がん患者の割合

全国：80.7%

(参考数値)

県 ：81.3%

81.3%

以上

（国立がん研究センター「指標でみる我が国のがん対策-患者体験調査-」）62

第第第第８８８８編編編編 疾病対策疾病対策疾病対策疾病対策 がんがんがんがん対策対策対策対策（（（（２２２２））））

３３３３ 施施施施策策策策のののの展開展開展開展開

がんがんがんがん予防予防予防予防・がん・がん・がん・がん検診検診検診検診

～科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実～

○受動喫煙防止・禁煙対策

○野菜摂取量を増加させるなど健康的な食生活の普及啓発

○「野菜たっぷり」や「適塩」等健康づくりメニューの提供

○栄養士会、食生活改善推進協議会と連携、情報発信の強化

①たばこ、栄養・食生活の改善

○｢長野県版運動ガイドライン｣の周知

○県内ウォ―キングコースの周知・有効活用

○参加型ウォーキングラリー等を全県で展開

②運動習慣の定着

早期発見・治療のため、

○がん検診受診率の向上

○精密検査受診率の向上

○がんに罹患した者の早期発見率の向上

○がん検診事業の精度管理の推進

○がん検診の正しい知識の普及啓発

○協定締結企業との連携

③検診受診率等の向上

指 標

現状

(H29)

目標

(H35)

成人

喫煙率

男性 32.7% 26%

女性 5.2% ４%

（主な数値目標）

野菜摂取量

（成人1人1日）

304g 350g

指 標

現状

(H29)

目標

(H35)

運 動 習 慣

の あ る 者

の 割 合

(20-64歳)

男性 21.8% 36%

女性 9.6% 33%

部位

がん検診受診率（%）

がんに罹患した者の

早期発見率（%）

現状

(H29)

目標(H35)

現状

(H29)

目標(H35)

胃 45.5 50.0 51.7 51.7%以上

肺 53.9 53.9%以上 31.4 31.4%以上

大腸 46.1 50.0 50.5 50.5%以上

子宮 44.7 50.0 81.7 81.7%以上

乳 48.2 50.0 57.0 57.0%以上

（県民・健康栄養調査）

（県民・健康栄養調査）

（厚生労働省「国民生活基礎調査」、長野県がん登録事業報告書）
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第第第第８８８８編編編編 疾病対策疾病対策疾病対策疾病対策 がんがんがんがん対策対策対策対策（（（（３３３３））））
がんがんがんがん医療医療医療医療

～ 患者本位のがん医療の実現 ～

○がん診療連携拠点病院等の整備

すべての二次医療圏でがん診療連携拠点病院等を中心とした医療提供体制の整備

（拠点病院等が未整備の大北医療圏は、あづみ病院が指定に向け準備）

○集学的治療が実現可能な体制の整備

様々ながんの病態に応じ、手術療法、放射線療法及び化学療法を組み合わせた集学的治療

が実現可能な体制を整備

○がん医療の質の維持・向上のための取組

がん診療連携協議会の開催、セカンドオピニオンの推進、拠点病院等の機能評価を実施

○がんゲノム医療の推進

普及啓発・医療提供体制について、国と協力して情報提供等の実施

○緩和ケアの推進

がんと診断された時から全人的な緩和ケアの実施、診断・治療・在宅医療など様々な場面

での切れ目ない緩和ケアの実施

○小児がん・ＡＹＡ世代のがんへの対応

情報の集約・提供体制、支援・診療体制の集約化などについて国と協力して検討

○がん登録の推進

精度の向上に努め、集積されたがん登録情報をがん対策に活用

がん医療体制の充実

３３３３ 施施施施策策策策のののの展開展開展開展開

指 標 現状(H29) 目標(H35)

がん診療連携拠点病院等の整備 ９医療圏 10医療圏

がん診療連携拠点病院の機能評価 ８病院 11病院

（保健・疾病対策課調べ）
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第第第第８８８８編編編編 疾病対策疾病対策疾病対策疾病対策 がんがんがんがん対策対策対策対策（（（（４４４４））））
がんがんがんがんとのとのとのとの共生共生共生共生

～がんになっても尊厳をもって

安心して暮らせる社会の構築 ～

○在宅療養支援体制の整備

がん診療連携拠点病院等や中核的な医療機関と、在宅療養支援診療所や薬局、訪問看護ス

テーション等との連携による在宅療養支援体制の整備

○がんリハビリテーション体制の整備

がん患者の生活の質を維持するため、がんリハビリテーションが受けられる体制を整備

①在宅療養が可能な体制の整備

３３３３ 施施施施策策策策のののの展開展開展開展開

○普及啓発の充実

がん予防研修会等、がん対策に関するイベント・キャンペーンの実施。がん対策推進企業連

携協定を締結する企業の拡大

○がん教育の推進

中学生を中心に、教育委員会・教育関係者と連携した取組の実施

○相談支援体制の充実

がん相談支援センターを全ての二次医療圏に整備し、がん相談支援センターを広く周知する

とともに、相談支援の質の向上と充実への取組の実施

○就労等社会的支援の推進

がん患者やその家族、がん経験者に対する社会的・経済的な問題に対する支援の充実、関係

機関等と連携し、就労支援を行う体制の構築

②普及啓発・支援体制等の充実

指 標 現状（Ｈ29） 目標（Ｈ35）

がん検診受診率向上等に関する

協定締結企業数

29社 300社

（保健・疾病対策課調べ）
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○脳卒中の年齢調整死亡率(人口10万対)(平成27年)

※順位が高いほど死亡率が高い

第第第第８８８８編編編編 疾病対策疾病対策疾病対策疾病対策 脳卒中対策脳卒中対策脳卒中対策脳卒中対策（（（（１１１１））））

◎全国水準を上回る死因

区分区分区分区分 長野県長野県長野県長野県 全国全国全国全国

脳卒中

(脳血管疾患)

男性 41.0(16位) 37.8

女性 22.2(18位) 21.0

◎要介護・介助の主な要因第４位

○介護・介助が必要になった主な要因(平成28年)

（厚生労働省「人口動態調査」）

順位順位順位順位 主主主主なななな原因原因原因原因 割合割合割合割合

1位 高齢による衰弱 32.1%

2位 認知症

（アルツハイマー病）

24.2%

3位 骨折・転倒 23.0%

4位 脳卒中（脳出血・脳梗塞等） 18.7%

（介護支援課「高齢者生活・介護に関する実態調査」）

１１１１ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○脳卒中（脳血管疾患）の死亡者数・全体に占める

割合・死亡順位（平成27年）

◎全国水準を上回る死亡割合

区分区分区分区分 長野県長野県長野県長野県 全国全国全国全国

死亡者数（人） 2,705 111,973

死亡者数の全体に

占める割合(％)

11.0 8.7

死亡順位 ３位 ４位

（厚生労働省「人口動態調査」）

高血圧（塩分摂取量）…全国に比べて摂取量が多い

成人喫煙率 …男性の喫煙率は約30％である

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ …男性の約50％は疑われる

◎主な要因

項目項目項目項目 ＨＨＨＨ24242424 ＨＨＨＨ29292929

塩分摂取量(成人1人1日当たり)
11.5ｇ 10.3ｇ

成人喫煙率

男性 28.1% 32.7%

女性 5.6% 5.2%

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ が

強く疑われる者・予備群

の割合（40～74歳）

男性 52.7% 49.6%

女性 14.2% 15.1%

（健康増進課「県民・健康栄養調査」） 66

第第第第８８８８編編編編 疾病対策疾病対策疾病対策疾病対策 脳卒中対策脳卒中対策脳卒中対策脳卒中対策（（（（２２２２））））

○特定健診結果のデータ分析により、地域の健康課題を

「見える化」

○特定健診・保健指導、メタボリックシンドローム予防

の普及啓発

○「運動支援ボランティア」の育成を支援

○「長野県版運動ガイドライン」の周知

○参加型ウォーキングラリーなど、働き盛り世代を対象

にした取組み

②運動習慣の定着

○「野菜たっぷり」や「適塩」等の健康づくりメニュー

を提供する飲食店等の登録、普及

○受動喫煙防止・禁煙対策

○血圧測定推進運動の推進

①食生活等の改善

③特定健康診査・保健指導

３３３３ 施施施施策策策策のののの展開展開展開展開（（（（脳卒中脳卒中脳卒中脳卒中のののの予防予防予防予防））））

指 標

現状

(H29)

目標

(H35)

塩分摂取量

（成人1人1日）

10.3ｇ ８ｇ

高血圧者・

正常高血圧

の者の割合

(40～74歳)

男性 68.1% 55%

女性 49.6% 35%

指 標

現状

(H29)

目標

(H35)

肥満者

の割合

男性 35.2% 28%

女性 19.6% 19%

（主な数値目標）

指 標

現状

(H29)

目標

(H35)

特定健康

診査受診率

52.5% 70%

特定保健

指導終了率

27.6% 45%

２２２２ 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき方向方向方向方向

○脳血管疾患による死亡を防ぎ、また、要介護状態に至る患者を減少させるため、発症後、

速やかな搬送と専門的な診療が可能な体制を構築

○病気に応じたリハビリテーションや再発・合併症予防を含めた、一貫した医療を提供する

体制を構築

（県民・健康栄養調査）

（県民・健康栄養調査）

（県民・健康栄養調査）
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第第第第８８８８編編編編 疾病対策疾病対策疾病対策疾病対策 脳卒中対策脳卒中対策脳卒中対策脳卒中対策（（（（３３３３））））

○速やかな搬送が可能な体制の整備

発症後２時間以内に、専門的な診療が可能な医療機関への直接搬送が行われるよう、消防機

関と医療機関における情報共有・連携強化

○専門的な診療が可能な体制

医療機関到着後1 時間以内にt-PA静注療法が開始できるよう、また外科・脳血管内手術等の

適応のある症例に対して、来院後速やかに施術が実施されるよう、急性期医療機関の体制整備

※t-PA静注射療法・・・血栓を溶かす作用を持つt-PAという薬物を静脈注射する療法

○急性期の診断及び治療

単一の医療機関や二次医療圏で24時間体制を確保することが困難な場合には、地域におけ

る複数の診療機関や隣接する医療圏との連携により、24時間体制の確保

①発症後、速やかな搬送と専門的な診療が可能な体制の整備

指 標 現状(H29) 目標(H35)

脳卒中が疑われる患者に対して専門的診療が24時間実施

可能である医療機関数

今後調査 現状以上

３３３３ 施施施施策策策策のののの展開展開展開展開（（（（脳卒中脳卒中脳卒中脳卒中のののの治療治療治療治療））））

②二次医療圏相互の連携体制の整備

○各医療圏内で複数の医療機関との連携体制を構築

○木曽医療圏及び大北医療圏は松本医療圏、北信医療圏は回復期リハビリテーションについて、

長野医療圏と連携した医療提供体制を構築

（医療推進課調べ）
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第第第第８８８８編編編編 疾病対策疾病対策疾病対策疾病対策 脳卒中対策脳卒中対策脳卒中対策脳卒中対策（（（（４４４４））））

○医療及び介護サービスの相互に連携可能な体制

○地域医療連携の推進

地域連携クリティカルパスの活用により、地域の医療関係機関が連携し、患者の自立生活

又は在宅療養を支援する体制を整備

②在宅療養が可能な体制の整備

指 標 現状(H29) 目標(H35)

脳血管疾患患者の在宅死亡割合 33.7% 33.7%以上

３３３３ 施施施施策策策策のののの展開展開展開展開（（（（在宅療養在宅療養在宅療養在宅療養））））

○病気に応じたリハビリテーションの提供が可能となるよう、地域のリハビリテーション体

制の整備を促進

①病期に応じたリハビリテーションが可能な体制の整備

指 標 現状(H29) 目標(H35)

脳血管疾患リハビリテーションが実施可能な医療機関数 5.8施設 5.8施設以上

医療保険サービス：在宅療養支援病院・診療所・歯科診療所

訪問看護ステーション等

介護保険サービス：提供する介護老人保健施設等

（関東信越厚生局「診療報酬施設基準の届出受理状況」）

（厚生労働省「人口動態調査」）
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○心血管疾患死亡者数と死亡者数全体に占める割

合・死亡順位（平成27年）

（厚生労働省「人口動態統計」）

○心血管疾患の年齢調整死亡率（人口10万対）

（厚生労働省「人口動態統計」）

第第第第８８８８編編編編 疾病対策疾病対策疾病対策疾病対策 心筋梗塞等心筋梗塞等心筋梗塞等心筋梗塞等のののの心血管疾患対策心血管疾患対策心血管疾患対策心血管疾患対策（（（（１１１１））））

区分区分区分区分 ＨＨＨＨ17171717 ＨＨＨＨ22222222 ＨＨＨＨ27272727

長野県

男性 74.4 59.6 60.8

女性 35.6 32.0 28.3

全国

男性 83.7 74.2 65.4

女性 45.3 39.7 34.2

◎年齢調整死亡率は減少傾向
◎死亡順位の第２位

区分区分区分区分 長野県長野県長野県長野県 全国全国全国全国

死亡者数（人） 3,776 196,113

死亡者数全体に

占める割合（%）

15.4 15.2

死亡順位 ２位 ２位

１１１１ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

◎主な要因

（健康増進課「県民・健康栄養調査」）

○心血管疾患の患者数と受療率（人口10万対）

◎患者数・受療率はやや減少傾向

ＨＨＨＨ20202020 ＨＨＨＨ23232323 ＨＨＨＨ26262626

長野県

患者数

(千人)

14 15 11

受療率

(外来)

41 46 40

全国

患者数

(千人)

808 756 779

受療率

(外来)

53 49 47

（厚生労働省「患者調査」）

高血圧（塩分摂取量）…全国に比べて摂取量が多い

成人喫煙率 …男性の喫煙率は約30％である

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ …男性の約50％は疑われる

項目項目項目項目 ＨＨＨＨ24242424 ＨＨＨＨ29292929

塩分摂取量(成人1人1日当たり)
11.5ｇ 10.3ｇ

成人喫煙率

男性 28.1% 32.7%

女性 5.6% 5.2%

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ が

強く疑われる者・予備群

の割合（40～74歳）

男性 52.7% 49.6%

女性 14.2% 15.1%
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第第第第８８８８編編編編 疾病対策疾病対策疾病対策疾病対策 心筋梗塞等心筋梗塞等心筋梗塞等心筋梗塞等のののの心血管疾患対策心血管疾患対策心血管疾患対策心血管疾患対策（（（（２２２２））））

○特定健診結果のデータ分析により、地域の健康課題を

「見える化」

○特定健診・保健指導、メタボリックシンドローム予防

の普及啓発

○「運動支援ボランティア」の育成を支援

○「長野県版運動ガイドライン」の周知

○参加型ウォーキングラリーなど、働き盛り世代を対象

にした取組み

②運動習慣の定着

○「野菜たっぷり」や「適塩」等の健康づくりメニュー

を提供する飲食店等の登録、普及

○受動喫煙防止・禁煙対策

○血圧測定推進運動の推進

①食生活等の改善

③特定健康診査・保健指導

３３３３ 施施施施策策策策のののの展開展開展開展開（（（（心血管疾患心血管疾患心血管疾患心血管疾患のののの予防予防予防予防））））

指 標

現状

(H29)

目標

(H35)

塩分摂取量

（成人1人1日）

10.3ｇ ８ｇ

高血圧者・

正常高血圧

の者の割合

(40～74歳)

男性 68.1% 55%

女性 49.6% 35%

指 標

現状

(H29)

目標

(H35)

肥 満 者

(BMI25

以上)の

割合

20～69歳

男性

35.2% 28%

40～69歳

女性

19.6% 19%

（主な数値目標）

指 標

現状

(H29)

目標

(H35)

特定健康

診査受診率

52.5% 70%

特定保健

指導終了率

27.6% 45%

○発症後、速やかに疾患（急性心筋梗塞、大動脈解離、心不全等）に応じた専門的診療が可能

な体制を構築

○急性期の治療に引き続き、回復期及び慢性期までの一貫した医療提供体制を構築

２２２２ 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき方向方向方向方向

（県民・健康栄養調査）

（県民・健康栄養調査）

（県民・健康栄養調査）
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○発症後の速やかな救命処置

急性期心血管疾患の初期症状や救急時の速やかな救急搬送要請と救急蘇生法の実施の必

要性を周知

○医療機関への速やかな搬送

専門的診療が可能な医療機関への直接搬送が行われるよう、消防機関と医療機関におけ

る情報共有・連携強化

○急性期（心筋梗塞・大動脈解離等）の治療

医療機関到着後、30分以内に専門的な治療の開始ができるよう、医療機関の体制整備

と連携体制の構築

①救急・搬送・急性期治療体制の整備

第第第第８８８８編編編編 疾病対策疾病対策疾病対策疾病対策 心筋梗塞等心筋梗塞等心筋梗塞等心筋梗塞等のののの心血管疾患対策心血管疾患対策心血管疾患対策心血管疾患対策（（（（３３３３））））

３３３３ 施施施施策策策策のののの展開展開展開展開（（（（心血管疾患心血管疾患心血管疾患心血管疾患のののの治療治療治療治療））））

指 標 現状(H29) 目標(H35)

循環器内科医師数（人口10万対） 6.4人 6.4人以上

必要な検査及び処置が24時間対応可能である

医療機関数

22病院 22病院以上

○大動脈解離等の治療について、ＣＣＵ（冠疾患集中治療室）が整備されている医療圏と

そのほかの医療圏が連携した医療提供体制の構築

○大北医療圏は松本医療圏、木曽医療圏は必要に応じて上伊那医療圏及び松本医療圏と連

携した医療提供体制の構築

②二次医療圏相互の連携体制の整備

（厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」、医療推進課調べ）
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○基礎疾患・危険因子の管理の実施

合併症や再発を予防するための治療、基礎疾患や危険因子の管理の実施が可能な体制を

整備

○定期的な専門検査の実施

再発予防のための専門検査の実施が可能な体制を整備

○地域医療連携の推進

地域連携クリティカルパスの活用により、地域の医療関係機関が連携し、患者の自立生

活又は在宅療養を支援する体制を整備

○慢性心不全患者をかかりつけ医を中心に地域全体で在宅療養を支援していく体制を整備

②在宅療養が可能な体制の整備

第第第第８８８８編編編編 疾病対策疾病対策疾病対策疾病対策 心筋梗塞等心筋梗塞等心筋梗塞等心筋梗塞等のののの心血管疾患対策心血管疾患対策心血管疾患対策心血管疾患対策（（（（４４４４））））

３３３３ 施施施施策策策策のののの展開展開展開展開（（（（在宅療養在宅療養在宅療養在宅療養））））

○再発予防や合併症予防、在宅復帰を目的とした多職種の連携による多面的・包括的リハ

ビリテーション体制の整備促進

○医療資源のほか、運動療法を行う医療機関以外の施設を活用したリハビリテーションの

提供体制を促進

①心臓リハビリテーション体制の整備

指 標 現状(H29) 目標(H35)

心臓リハビリテーションが実施可能な

医療機関数（人口10万対）

1.1施設 1.1施設以上

（関東信越厚生局「診療報酬施設基準の届出受理状況」）
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第第第第８８８８編編編編 疾病対策疾病対策疾病対策疾病対策 糖尿病対策糖尿病対策糖尿病対策糖尿病対策（（（（１１１１））））

１１１１ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○糖尿病が強く疑われる者、予備群の推移（20歳以上）

◎糖尿病が強く疑われる者は増加傾向

区区区区 分分分分 ＨＨＨＨ22222222 ＨＨＨＨ25252525 ＨＨＨＨ28282828

糖尿病が強く疑

われる人（％）

男性 5.9 11.8 13.8

女性 5.2 3.7 8.3

糖尿病予備群(％)

男性 11.3 7.7 8.3

女性 11.1 8.9 10.2

（健康増進課「県民健康・栄養調査」）

（厚生労働省「患者調査」）

◎人工透析導入の原疾患第１位は糖尿病性腎症

○人工透析患者の増加に伴い、各医療保険者の財政

負担が年々増大

月額医療費 40万円（年500万円）

医療費総額 約1.6兆円（約32.5万人×500万円）

○人工透析導入患者の原疾患別割合

◎患者数・受療率は増加傾向

◎年齢調整死亡率は男女とも減少傾向

○糖尿病年齢調整死亡率（人口10万対）

区区区区 分分分分 H17H17H17H17 H22H22H22H22 H27H27H27H27

長野県

男性 5.7 6.7 5.1

女性 2.3 2.8 2.1

全国

男性 7.3 6.7 5.5

女性 3.9 3.3 2.5

（厚生労働省「人口動態統計特殊報告」）

○糖尿病の患者数と受療率（人口10万対）

区区区区 分分分分 ＨＨＨＨ20202020 ＨＨＨＨ23232323 ＨＨＨＨ26262626

長野県

患者数

(千人)

36 49 46

受療率

(外来)

123 153 150

全国

患者数

(千人)

2,368 2,700 3,166

受療率

(外来)

147 166 175

原疾患原疾患原疾患原疾患（％）（％）（％）（％） ＨＨＨＨ21212121 ＨＨＨＨ24242424 ＨＨＨＨ27272727

糖尿病性腎症 44.5 44.2 43.7

慢性糸球体腎炎 21.9 19.4 16.9

腎硬化症 10.7 12.3 14.2

その他 22.9 24.1 25.2

（日本透析医学会「我が国の慢性透析療法の現況」）
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第第第第８８８８編編編編 疾病対策疾病対策疾病対策疾病対策 糖尿病対策糖尿病対策糖尿病対策糖尿病対策（（（（２２２２））））

３３３３ 施施施施策策策策のののの展開展開展開展開（（（（糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病のののの予防予防予防予防））））

指 標

現状

(H29)

目標

(H35)

肥満者

(BMI25以

上)の割合

20～69歳

男性

35.2% 28%

40～69歳

女性

19.6% 19%

（主な数値目標）

指 標

現状

(H29)

目標

(H35)

糖尿病が強く疑

われる者・予備

群の割合

(40歳～74歳)

男

性

26.7% 26%

女

性

20.6% 20%

特定健康

診査受診率

52.5% 70%

特定保健

指導終了率

27.6% 45%

○特定健診結果のデータ分析により、地域の健康課題を

「見える化」

○特定健診・保健指導、メタボリックシンドローム予防

の普及啓発

○「運動支援ボランティア」の育成を支援

○「長野県版運動ガイドライン」の周知

○参加型ウォーキングラリーなど、働き盛り世代を対象

にした取組み

②運動習慣の定着

○「野菜たっぷり」や「適塩」等の健康づくりメニュー

を提供する飲食店等の登録、普及

○受動喫煙防止・禁煙対策

○血圧測定推進運動の推進

①食生活等の改善

③特定健康診査・保健指導

指 標

現状

(H29)

目標

(H35)

運動習慣のある

者の割合

(20-64歳)

男

性

21.8% 36%

女

性

9.6% 33%

２２２２ 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき方向方向方向方向

○発症予防・重症化予防に重点をおいた対策を推進するため、地域における連携体制を構築

○重症化予防のため、受診中断患者数の減少や早期からの適切な指導・治療が可能となるよう

医療機関、薬局及び保険者の連携体制を構築

（県民健康・栄養調査）

（県民健康・栄養調査）

（県民健康・栄養調査）75



第第第第８８８８編編編編 疾病対策疾病対策疾病対策疾病対策 糖尿病対策糖尿病対策糖尿病対策糖尿病対策（（（（３３３３））））

○健診の事後指導の徹底や、治療が必要な者に対して受診を促す体制の整備

○重症化の防止のため、医療機関の受診の継続の必要性について周知

○良好な血糖・血圧・脂質コントロールを目指した治療の実施

①初期・安定期治療

②専門治療 ③重症化予防

○様々な職種による多職種連携治療及び

急性憎悪時の治療の実施が可能な医療体

制の整備

○長野県糖尿病性腎症重症化予防プログラム

を活用し、人工透析等への移行の防止

３３３３ 施施施施策策策策のののの展開展開展開展開（（（（糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病のののの治療治療治療治療））））

指 標 現状(H29) 目標(H35)

糖尿病内科（代謝内科）の医師数（人口10万対） 2.7人 2.7人以上

指 標

現状

(H29)

目標

(H35)

糖尿病の専門治療を行う

医療機関数

107病院

107病院

以上

指 標 現状(H29) 目標(H35)

糖尿病性腎症化予防の

取組みを行う市町村数

57市町村 77市町村

（厚生労働省公表「保険者努力支援制度実施市町村数」）（医療推進課調べ）

（厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」）
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第第第第８８８８編編編編 疾病対策疾病対策疾病対策疾病対策 糖尿病対策糖尿病対策糖尿病対策糖尿病対策（（（（４４４４））））

○かかりつけ医などによる日常からの生活習慣指導や治療の実施及び地域連携クリティ

カルパスの活用及び情報共有

○初期・安定期治療から急性期・慢性期（在宅療養含む）までの治療について、地域の

医療機関や多職種が連携する医療提供体制の整備

糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病治療治療治療治療におけるにおけるにおけるにおける多職種連携多職種連携多職種連携多職種連携

糖尿病治療は、個々の患者の生活背景や合併症の程度などに応じて、より個別化した対応が求め

られるため、医師以外の看護師、管理栄養士、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士などが連携して

治療に参画することが重要

医療連携体制の構築支援

３３３３ 施施施施策策策策のののの展開展開展開展開（（（（在宅療養在宅療養在宅療養在宅療養））））

指 標 現状(H29) 目標(H35)

退院患者の平均在院日数 21.8日 21.8日以下

（厚生労働省「患者調査）
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第第第第８８８８編編編編 疾病対策疾病対策疾病対策疾病対策 精神疾患対策精神疾患対策精神疾患対策精神疾患対策（（（（１１１１））））

１１１１ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○精神疾患別の患者数は統合失調症が最も多い。

（平成29年（2017年）３月末現在）

① 精神疾患患者の状況 （入院「病院報告」、通院「自立支援医療受給認定者数」）

入 院 通 院

人 ％ 人 ％

統合失調症 2,260 56.6 統合失調症 12,371 36.9

器質性精神障害 653 16.4 気分(感情)障害 11,420 34.0

気分(感情)障害 501 12.6 神経症性障害 2,224 6.6

合 計 3,992 100.0 合 計 33,546 100.0

○精神疾患患者数は、入院は減

少傾向、通院は増加傾向

（単位：人、％）

（各年３月末現在）

入院 通院

平成24年 4,396 27,253

29年 3,992 33,546

29/24 90.8 123.1

② 精神保健福祉相談の状況

○精神保健福祉センターの相談件数は増加傾向

精神保健

福祉ｾﾝﾀｰ

保健福祉

事務所

合 計

件 件 件

平成25年度 7,956 7,325 15,281

26年度 8,877 7,306 16,183

27年度 10,477 7,288 17,765

③ 精神疾患の医療体制

○病床数は減少傾向、診療所数は増加傾向

精神病床を有する病院

数・精神病床数

（平成29年４月１日）

30病院・4,823床

（平成19年 5,252床）

（保健・疾病対策課調べ）

精神病床在院患者数（人

口10万対）（平成27年）

192.5人

（少ない順で全国13位）

（厚生労働省「病院報告」）

精神病床平均在院日数

（平成27年）

225.4日

（少ない順で全国２位）

（厚生労働省「病院報告」）

精神科・心療内科を主た

る診療科とする診療所数

（平成26年10月１日）

48診療所

（平成23年 39診療所）

(厚生労働省「医療施設調査」)

（精神保健福祉センター 厚生労働省「衛生行政報告例」

保健福祉事務所 厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」)
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第第第第８８８８編編編編 疾病対策疾病対策疾病対策疾病対策 精神疾患対策精神疾患対策精神疾患対策精神疾患対策（（（（２２２２））））

２２２２ 目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき方向方向方向方向

④ 地域移行の状況

○退院率は上昇傾向、入院期間１年以上の患者数は減少傾向

退 院 率 （％）
入院期間１年以上

の患者数（人）
入院後３か月時点 入院後６か月時点 入院後１年時点

平成21年 60.2 ー 91.4 平成22年 2,881

24年 62.6 82.4 90.7 25年 2,537

27年 65.6 85.0 91.0 28年 2,355

⑤ 精神疾患対策の課題

○多様な精神疾患等ごとに、医療機関の役割の整理、相互連携による、患者本位の医療の実現

○精神障がい者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしができる社会の実現

○多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制の構築

➣多様な精神疾患等ごとに、適切で質の高い精神科医療を提供できる体制

➣病院、診療所等の役割分担及び相互連携

○精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

➣障がい保健福祉圏域ごと、市町村ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じた重層的な支援体制

○精神疾患の医療体制に求められる医療機能 ➤ 機能別医療機関一覧

➣県連携拠点機能（県域）、地域連携拠点機能（精神医療圏）

➣医療連携、情報収集発信、人材育成等の拠点（患者集約は目的としない）

○４精神医療圏（東信、南信、中信、北信）の相互連携（継続）

１１１１ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

（厚生労働省「精神保健福祉資料」）
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第第第第８８８８編編編編 疾病対策疾病対策疾病対策疾病対策 精神疾患対策精神疾患対策精神疾患対策精神疾患対策（（（（３３３３））））

３３３３ 施策施策施策施策のののの展開展開展開展開

○医療機関の医療機能を明確化し、多職種・多施設連携、専門職養成を推進

○精神医療圏域内の精神科医療連携体制の構築

○精神疾患に関する正しい知識等の普及啓発、相談事業の実施

① 多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制の構築

指 標

現状

（H29）

目標

（H35）

出 典

医療連携体

制の構築

精神医療圏ごとの協議の場を通じ

た圏域内の地域精神科医療の連携

協議の場の設置 未設置 ４圏域 県実施事業

統合失調症

治療抵抗性統合失調症治療薬等の

普及

治療を行う医療

機関数

９病院

９病院

以上

クロザリル適

正使用委員会

うつ病・

躁うつ病

内科医等かかりつけ医と精神科医

の医療連携

連携会議の開催

地域数

10地域

10地域

以上

地域自殺対策強

化事業補助金

認知症

専門医療提供体制の強化

医療従事者等の対応力の向上

若年性認知症患者への適切な支援

認知症疾患医療

センター数

３か所 10か所

保健・疾病

対策課調

認知症サポート

医数

142人

（H28）

157人

（H32)

保健・疾病

対策課調

若年性認知症相

談窓口の設置

１か所 １か所 県実施事業

発達障がい

診療医の確保・育成体制整備、医

療機関の連携強化

診療医研修の開

催

１回 １回 県実施事業

地域連絡会の開

催

10圏域 10圏域 県実施事業

依存症

行政、医療、福祉等関係機関によ

る連携会議（連携強化、課題共

有）

連携会議の開催 未開催 １回以上 県実施事業

災害精神医

療

大規模災害時の精神保健医療体制

整備

DPAT登録数 未設置 (検討中) 県実施事業
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第第第第８８８８編編編編 疾病対策疾病対策疾病対策疾病対策 精神疾患対策精神疾患対策精神疾患対策精神疾患対策（（（（４４４４））））

３３３３ 施策施策施策施策のののの展開展開展開展開

② 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

指 標

現状

（H29）

目標

（H35）

出 典

精神科医療機関、その他の医療機関、

地域援助事業者、市町村等との重層

的な連携による支援体制強化

協議の場の設置

障がい保健福祉圏域

(調査中)

10圏域

（H32）

県実施事業

協議の場の設置

市町村

(調査中)

77市町村

（H32）

保健・疾病

対策課調べ

地域移行関係職員（障がい保健福祉

圏域）等と連携した地域移行支援

地域移行関係職員連絡

会議の開催

３回 ３回 県実施事業

地域移行・地域定着の推進

入院患者数

（精神病床）

4,309人

（H26）

3,750

(H32年度末)

3,053

(H36年度末)

厚生労働科

学研究

「精神科医

療供給体制

の構築を推

進する政策

研究」

１年以上

長期入院

患者数

(精神病床)

65歳以上

1,504人

（H26）

1,282人

（H32）

65歳未満

1,119人

（H26）

818人

（H32）

早 期

退院率

(精神病床)

入院後

３か月時点

67％

（H26）

69％以上

（H32）

入院後

６か月時点

83％

（H26）

84％以上

（H32）

入院後

１年時点

91％

（H26）

91％以上

（H32）

○長野県障がい者プランと整合性を図り、地域移行を推進

➣平成32年度末（2020年度末）、平成36年度末（2024年度末）の入院患者数、基盤整備量を共有

○長野県高齢者プランと整合性を図り、認知症患者の地域生活を支援
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指 標

現状

(H29)

目標

(H35)

出典

生活習慣

病のリス

クを高め

る量の飲

酒者割合

男

性

10.8%

(H28)

10.8%

未満
県民健

康・栄

養調査女

性

6.5%

(H28)

6.5%

未満

未成年者

の飲酒割

合（高校

１年）

男

子

4.0%

(H28)

0%

未成年

者の喫

煙・飲

酒状況

等調査

女

子

4.0%

(H28)

0%

妊娠中の飲

酒割合

1.3%

(H27)

0%

保健・

疾病対

策課調

相談拠点の

設置

未設置 １か所

県実施

事業

関係機関に

よる連携会

議の開催

未開催

１回

以上

県実施

事業

治拠療点医

療機関数

未設置

１か所

以上

保健・

疾病対

策課調

かかりつけ

医研修の実

施

未開催

１回

以上

県実施

事業

第第第第８８８８編編編編 疾病対策疾病対策疾病対策疾病対策 アルコールアルコールアルコールアルコール健康障害対策健康障害対策健康障害対策健康障害対策

１１１１ 現状現状現状現状

○生活習慣病のリスクを高める量の飲酒者

⇒男性は減少傾向、女性は変化なし

○月１回以上飲酒の未成年者（高校１年）

⇒減少傾向

○妊娠中の飲酒者

⇒減少傾向

○肝疾患による死亡患者数

⇒ｱﾙｺｰﾙ性肝疾患は増加傾向

○内閣府「アルコール依存症に対する意識

に関する世論調査」

➣アルコール依存症の理解

・誰でも依存症になる可能性がある 40%

・断酒継続で依存症から回復する 32%

・女性の方が短期間で発症する傾向 20%

➣相談場所として知っているもの

・精神保健福祉センター、保健所 34%

H22 H25 H28

男性 15.7% 13.0% 10.8%

女性 5.3 7.8 6.5

H18 H23 H28

男子 21.2% 13.4% 4.0%

女子 20.6 15.4 4.0

H19 H23 H27

14.8% 8.1% 1.3%

H17 H22 H27

全肝疾患 241人 255人 247人

うちｱﾙｺｰﾙ性肝疾患 73 71 93

○飲酒に伴うリスクに関する知識の普及を徹底し、将来

にわたるアルコール健康障害の発生の予防

○アルコール健康障害に関する予防及び相談から治療、

回復支援に至る切れ目のない支援体制の整備

２２２２ 課題課題課題課題

３３３３ 取組取組取組取組

○飲酒リスクや

依存症の普及

啓発

○相談支援体制

の充実・周知

○不適切飲酒の

誘引防止

○専門的な医療

機関の整備

○一般医療機関

との連携強化

○依存症回復プ

ログラム等に

よる社会復帰

支援

○自助ｸﾞﾙｰﾌﾟと

の連携・支援

○関係機関との

連携強化

進

行

予

防

再

発

予

防

発

生

予

防

（健康増進課

「県民健康・

栄養調査」）

（健康増進課

「未成年者の

喫煙・飲酒状

況等調査」）

（保健・疾病対策課調べ）

（厚生労働省「人

口動態統計」）
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第第第第８８８８編編編編 疾病対策疾病対策疾病対策疾病対策 感染症対策感染症対策感染症対策感染症対策

項項項項 目目目目 主な課題主な課題主な課題主な課題 主な施策主な施策主な施策主な施策

１ 感染症予防を推進する

ための基本的な方向

２ 感染症全般

・環境保全研究所等衛生検査

部門の機能強化

・松本空港の検疫体制の構築

・感染症発生動向調査の実施

・検査部門機能強化に向けた検討

３ 新型インフルエンザ

対策

・患者発生時の医療提供体制

の整備

・対策訓練の実施

・医療機関における診療継続計画の

策定支援

４ 結核対策

・高齢者及び外国人の患者の

割合増

・結核患者服薬支援の実施

・結核患者接触者健診の確実な実施

５ エイズ・性感染症対策

・ＨＩＶ患者の早期発見

・普及啓発・予防教育の充実

・保健所及びエイズ治療拠点病院に

おける無料検査の継続

・出前講座の積極的実施

６ 予防接種

・接種間違いの増加

・予防接種率の向上（特に麻

しん・風しんの２期接種率）

・相互乗り入れ医療機関の増加

・予防接種後健康状況調査の実施

７ ハンセン病患者に対

する支援

・療養所訪問事業及び社会交流（里

帰り事業の継続実施

83



第第第第８８８８編編編編 疾病対策疾病対策疾病対策疾病対策 肝炎対策肝炎対策肝炎対策肝炎対策

○ウイルス肝炎検査の受診状況

○ウイルス肝炎医療費給付

抗ウイルス療法以外の治療に係る入院医療費の給付

を本県単独事業として実施

１１１１ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○肝疾患による死亡率等の動向

肝疾患による年齢調整死亡率（人口10万対）

○肝疾患診療連携体制

長野県ウイルス肝炎診療ネットワーク（肝疾患診療連

携拠点病院、専門医療機関、かかりつけ医）を構築

（健康増進課、保健・疾病対策課調べ）

(保健・疾病対策課調べ）

２２２２ 施策施策施策施策のののの展開展開展開展開

○肝炎の知識や医療制度に係る広報・普及啓発

○保健所でのウイルス肝炎検査の継続と、陽性者に対する受診勧奨、受診結果の確認

○肝疾患診療連携体制の整備の促進

○ウイルス肝炎医療費給付事業の継続

○肝炎医療コーディネーター制度の創設を検討

指標 現状（Ｈ29） 目標（Ｈ35）

肝炎専門医療機関の増加 54 54以上

区区区区 分分分分

受診者受診者受診者受診者

((((人人人人))))

陽性者陽性者陽性者陽性者

((((人人人人))))

陽性率陽性率陽性率陽性率

((((％％％％))))

市町村が行

う健康診断

Ｂ型 20,312 84 0.4

Ｃ型 19,787 26 0.1

保 健 所

実 施 分

Ｂ型 66 0 0

Ｃ型 63 1 1.6

区区区区 分分分分

男男男男 性性性性 女女女女 性性性性

H22 H27 H22 H27

全 国 11.2 9.8 3.8 3.5

長 野 県 8.5 10.2 3.5 2.6

全国順位 6位 34位 23位 5位

（人口動態統計）
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（肝疾患診療相談センター調査）

第第第第８８８８編編編編 疾病対策疾病対策疾病対策疾病対策 難病対策難病対策難病対策難病対策

○特定医療費（医療費助成制度）の受給者数は増加

傾向

○療養期間が長期間にわたるため、病気に対する不

安と経済的負担が大きい

１１１１ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○難病相談支援センターへの相談延件数

○難病医療ネットワーク推進事業

短期一時（レスパイト）入院の受け入れ等を適切

に行うため、拠点病院等と連携して実施

（保健・疾病対策課調べ）

(保健・疾病対策課調べ）

２２２２ 施策施策施策施策のののの展開展開展開展開

○特定疾患医療給付制度等による医療費の自己負担の軽減を図る

○難病相談支援センターの機能の充実

○保健福祉事務所に「難病対策地域協議会」を設置

○難病医療ネットワーク事業を推進

指標 現状（Ｈ29） 目標（Ｈ35）

短期一時入院受入れ実施数 21件 21件以上

医療費助成制度医療費助成制度医療費助成制度医療費助成制度

対象対象対象対象

疾病疾病疾病疾病

受給者数受給者数受給者数受給者数

((((H26H26H26H26)()()()(人人人人))))

受給者数受給者数受給者数受給者数

((((H28H28H28H28)()()()(人人人人））））

特定医療費 330 14,491 15,901

特定疾患治療研究 ４ 52 41

先天性血液凝固因

子障害等

１ 71 74

長野県特定疾病 ２ 65 56

遷延性意識障害 ２ ６ ５

ＨＨＨＨ26262626 ＨＨＨＨ27272727 ＨＨＨＨ28282828

相談件数（件） 1,883 2,519 3,337

受入件数受入件数受入件数受入件数（（（（件件件件）））） ＨＨＨＨ26262626 ＨＨＨＨ27272727 ＨＨＨＨ28282828

拠点病院 15 ７ 10

協力病院 363 353 378

連携病院 35 54 199

(保健・疾病対策課調べ）

（保健・疾病対策課調べ） 85



第第第第８８８８編編編編 疾病対策疾病対策疾病対策疾病対策 ＣＫＤ（ＣＫＤ（ＣＫＤ（ＣＫＤ（慢性腎臓病慢性腎臓病慢性腎臓病慢性腎臓病））））対策対策対策対策

○ＣＫＤ（慢性腎臓病）の推計患者数

腎機能異常に気付いていない患者が多数存在

区区区区 分分分分 CKDCKDCKDCKD患者患者患者患者 うちうちうちうち要治療者要治療者要治療者要治療者

長野県（万人） 約22 約10

全国（万人） 約1,330 約590

１１１１ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○腎不全の年齢調整死亡率（人口10万対）は

減少傾向

○市町村における予防のための取組み

・住民向け啓発（講演会） …24市町村

・血清クレアチニン検査 …74市町村

・検査結果に基づく保健指導…59市町村

区区区区 分分分分 ＨＨＨＨ17171717 ＨＨＨＨ22222222 ＨＨＨＨ27272727

長野県
男性 6.2 6.8 5.7

女性 3.8 3.4 3.2

全国
男性 8.8 8.3 7.3

女性 5.3 4.8 4.0

（日本透析医学会「我が国の慢性透析療法の現況」）

（日本腎臓学会CKD診療ガイドライン2012による推計）

区区区区 分分分分 ＨＨＨＨ23232323 ＨＨＨＨ25252525 ＨＨＨＨ27272727

長野県(人) 4,693 4,763 5,251

全国(人) 304,592 314,180 324,986

○慢性人工透析患者数は増加傾向

(厚生労働省｢人口動態特殊報告 都道府県別年齢調整死亡率｣)

２２２２ 施策施策施策施策のののの展開展開展開展開

○ＣＫＤ（慢性腎臓病）周知の取組及び健診受診率向上のための取組の推進

○生活習慣指導や治療を実施するため、かかりつけ医等の研修の実施

○長野県糖尿病性腎症重症化予防プログラムを活用し、重症化予防のための取組を推進

指標 現状（Ｈ29） 目標（Ｈ35）

糖尿病性腎症化予防の取組みを行う市町村数 57市町村 77市町村

（厚生労働省公表「保険者努力支援制度実施市町村」） 86

第第第第８８８８編編編編 疾病対策疾病対策疾病対策疾病対策 ＣＯＰＤ（ＣＯＰＤ（ＣＯＰＤ（ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患慢性閉塞性肺疾患慢性閉塞性肺疾患慢性閉塞性肺疾患））））対策対策対策対策

区区区区 分分分分 ＨＨＨＨ20202020 ＨＨＨＨ23232323 ＨＨＨＨ26262626

長野県（千人） 3.5 6 5

全国（千人） 174 267 299

１１１１ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）の患者数 ○年齢調整死亡率（人口10万対）は減少傾向

本県は概ね横ばい、全国は増加傾向

区区区区 分分分分 ＨＨＨＨ17171717 ＨＨＨＨ22222222 ＨＨＨＨ27272727

長野県
男性 10.5 9.6 7.6

女性 1.0 0.9 0.8

全国
男性 10.0 9.1 7.5

女性 1.6 1.4 1.1

（厚生労働省「患者調査」）

○認知度の低さが課題

(厚生労働省｢人口動態特殊報告 都道府県別年齢調整死亡率｣)

２２２２ 施策施策施策施策のののの展開展開展開展開

○ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）の認知度を上げるための取組を実施

○受動喫煙を防止するため、分煙・禁煙などの環境整備を促進

○教育現場において、喫煙防止の取組を実施

○関係機関による早期治療導入への働きかけや禁煙支援の取組を推進

区区区区 分分分分 ＨＨＨＨ24242424 ＨＨＨＨ25252525 ＨＨＨＨ26262626 ＨＨＨＨ27272727 ＨＨＨＨ28282828

認知度(％)
28.1 30.5 30.1 27.3 25.0

（厚生労働省「健康日本21（第２次）」）

指標 現状（Ｈ29） 目標（Ｈ35）

ＣＯＰＤの認知度 集計中 80.0％

（県民・健康栄養調査） 87



第第第第８８８８編編編編 疾病対策疾病対策疾病対策疾病対策 アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー疾患対策疾患対策疾患対策疾患対策

○アレルギー疾患：アレルゲンに起因する免疫反応による人の生体に有害な局所的または

全身的反応に係る疾患

○アレルギー疾患対策の基本理念

ア：総合的な施策の実施により生活環境の改善を図る

イ：居住地域にかかわらず適切なアレルギー疾患医療を受けられるようにする

ウ：適切な情報の入手ができる体制及び生活の質の維持向上のための支援体制を整備する

○当県のアレルギー患者の状況（単位：千人）

１１１１ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

（厚生労働省「患者調査」）

２２２２ 施策施策施策施策のののの展開展開展開展開

○アレルギー疾患連絡会議（仮称）の開催

○専門診療を行う医療機関の把握・情報提供や拠点となる医療機関の選定

○「学校における食物アレルギー対応の手引き」を学校関係者に周知

指標 現状（Ｈ29） 目標（Ｈ35）

アレルギー疾患の専門診療を行う医療機関数 39箇所 39箇所以上

疾患名疾患名疾患名疾患名 全体全体全体全体 0000～～～～24242424歳歳歳歳 25252525～～～～44444444歳歳歳歳 45454545～～～～74747474歳歳歳歳 75757575歳以上歳以上歳以上歳以上

喘息 26 18 ２ ４ ２

アレルギー性鼻炎 11 ４ ２ ４ １

アトピー性鼻炎 ６ ４ １ １ －

結膜炎 ３ 構成割合不明

（日本アレルギー学会公表）
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第第第第８８８８編編編編 高齢化高齢化高齢化高齢化にににに伴伴伴伴いいいい増加増加増加増加するするするする疾患疾患疾患疾患

○ロコモ ：運動器の障害により、要介護になる

リスクの高い状態

○フレイル：高齢とともに、心身の活力が低下し、

生活機能障害、要介護状態、死亡など

の危険性が高くなった状態

○本県のロコモの認知度は40.5％（目標80％）

○介護・介助の主な原因で「高齢化に伴い増加する

疾患」の占める割合が増加

○高齢化率、要介護認定率がともに増加傾向

１１１１ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題

○歯、口腔機能の低下（オーラルフレイル）により、

高齢者の低栄養化・筋力の減少

○低栄養傾向(BMI20以下)高齢者の割合は増加傾向

○安全に歩行可能な筋肉があると推定される高齢者

の割合は、75歳以上になると半減

（総務省「国勢調査」厚生労働省「介護保険事業報告」）

２２２２ 施策施策施策施策のののの展開展開展開展開

○ロコモ、フレイル等の認知度を上げるための取組を実施

○予防対策として、ＡＣＥプロジェクトの一層の推進

○高齢者の特性を踏まえた保健指導等の取組を実施

指指指指 標標標標 現状（Ｈ29） 目標（Ｈ35）

運動習慣のある者の割合（65歳以上）（再掲）

男性 35.0％ 58％

女性 31.8％ 48％

区区区区 分分分分 ＨＨＨＨ22222222 ＨＨＨＨ27272727

高齢化率(％) 26.5 29.8

要介護認定率(％) 16.9 17.4

区区区区 分分分分 ＨＨＨＨ22222222 ＨＨＨＨ25252525 ＨＨＨＨ28282828

長野県
女性(％)

65歳以上

16.5 19.4 23.6

全国 18.8 20.8 22.0

（厚生労働省「国民健康・栄養調査」健康増進課「県民・健康栄養調査」）

開眼片足立開眼片足立開眼片足立開眼片足立ちがちがちがちが20202020秒秒秒秒

以上可能以上可能以上可能以上可能なななな割合割合割合割合

65656565～～～～74747474歳歳歳歳 75757575歳以上歳以上歳以上歳以上

長野県

男性(％) 88.9 54.0

女性(％) 91.3 38.0

（健康増進課「県民・健康栄養調査」）

（県民健康・栄養調査） 89


